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今後、各府省庁において、具体的な関連施策の実現に向けて積極的に取り組んでいく。併せて、広報などの充実を図りつつ、
地方公共団体や民間も含めて多様な取組が日本各地で推進されるよう、明治150年に向けた機運を高めていく。

■明治以降の歩みを次世代に遺す施策
明治期に関する文書、写真等の資料の収集・整理、デジタル・アーカイブ化の推進 等

■明治の精神に学び、更に飛躍する国へ向けた施策
日本の各地域ごとに、明治期に活躍した若者や女性、外国人を掘り起こして光を当てることにより再認識

するとともに、建築物の公開など、当時の技術や文化に関する遺産に触れる機会を充実すること 等

「明治150年」関連施策の推進について

基本的な考え方
※平成30年(2018年)は、明治改元が布告された明治元年(1868年)
から起算して満150年の年に当たる。

○ 明治以降、日本は近代化の歩みを進め、
国の基本的な形を築き上げた。

○ 明治以降の日本の歩みを改めて整理し、
未来に遺すことにより、次世代を担う若
者にこれからの日本の在り方を考えても
らう契機とする。

○ 明治期においては、能力本位の人材登用の下、若
者や女性が、外国人から学んだ知識を活かし、新た
な道を切り拓き、日本の良さや伝統を生かした技術
・文化を生み出した。

○ これらを知る機会を設け、明治期の人々のよりど
ころとなった精神を捉えることにより、日本の強み
を再認識し、現代に活かすことで、日本の更なる発
展を目指す基礎とする。

明治の精神に学び、更に飛躍する国へ明治以降の歩みを次世代に遺す

※「明治以降の歩み」…立憲政治・議会政治の導入
国際社会への対応
技術革新と産業化の推進
女性を含めた教育の充実 など

※「明治の精神」…機会の平等
チャレンジ精神
和魂洋才 など
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はじめに

富士ゼロックスは、「知の創造と活用を
すすめる環境の構築」をミッションステー
トメントのひとつとして掲げており、お
客様が求める「高付加価値化」を実現す
るために、「知識」や「知」をドキュメ
ントという形態にして、それを活用する
プロセスを社会に提供していくことで、
社会生産性の高い働き方をお客様と共に
創り上げることを目指している。

社会生産性を高めるための働き方変革
のアプローチには、モバイルワークやテ
レワークなど、場所や時間に捉われない
柔軟な働き方を取り入れることで生産性
を上げるアプローチと、働き方の中身を
変えることで生産性を上げるアプローチ
がある。本稿では、働き方の中身をどの
ように変えるかのアプローチと、その新
しい働き方を支援するための、電子文書
マネジメントとコラボレーション環境に
ついて述べる。

働き方の中身の進化と
それを支えるICT

生産性向上のために、どのように働き
方の中身を進化させるか、それを支える
ICTはどのように進化するかついて議論
するために、当社は、慶應義塾大学の学
識者とパネルセッション１、２を共催した。
このセッションで、過去の成功事例に潜
む共通の課題解決手法を「パターン・ラン
ゲージ」３として言語化する分野で先駆
的な研究を行っている井庭先生から、パ
ターン・ランゲージが対象とする課題領
域は、現在「人間の活動」にフォーカス
しつつあり、その中でも特に「組織が行
う創造的な活動」のデザインに対象が
移っている、との提起があった。

また、ユビキタスコンピューティング
（コンピュータ技術を意識せずに使うこ
とができる新しい「人とコンピュータの
関係」）４の分野で先駆的な研究を行って
いる徳田先生からは「コンピューティン
グによる支援の対象が個人作業から組織
活動の支援に移り、さらに組織活動から

イノベーションの支援にフォーカスされ
つつある」こと、「コラボレーションを
支援するシステムデザインを進めるには
人間中心の設計が大切である」こと、さ
らに、「Calm Technology（意識させな
い技術）化が進むことで、サイバー空間
と物理空間が融合した社会に向かいつつ
ある」との提起があった。

上記を「働き方の進化とICT」の方向
性としてまとめると、以下のようになる。

◦�働き方の中身の進化：より価値のあ
る働き方として「組織による創造的
な課題解決」や「創造的で活き活き
とした組織の実現」に向かう。

◦�ICTによる働き方の支援：「個人作業」
から「組織活動」へ、さらに「イノ
ベーション」を起こすためのコラ
ボレーションの支援に向かう。ICT
による支援の仕方に関してはCalm�
Technology化が進んでおり、人々が
ICTの存在をほとんど認識できない
レベルにまで洗練される。これに伴
い社会は、物理空間とサイバー空間
が融合した形に向かう。

当社も上記のような考え方に沿う形で、

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介

働き方変革のための
電子文書マネジメントと
コラボレーション環境

富士ゼロックス株式会社
ソリューション開発部 第一SPF開発センター　兼

研究技術開発本部 お客様共創グループ
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働き方変革の実践とそれを支えるICTの
開発に取り組んでいる。

当社の働き方変革とICT開発

働き方変革の方向性
前述のような視点を基に当社の働き方

変革の背景と、その方向性について述べる。
�背景：富士ゼロックスにおける開発生産
は、これまで国内・欧米を中心とした事
業成長、お客様への明確な提供価値、国
内競合との競争を前提としていた。しか
し、ここ数年で事業環境は大きく変化し
ており、事務機器事業は成熟化し、成長
の中心は新興国へ移っている。さらに
ICTの進展により、お客様の要求は多様
化し、異業種からのグローバル企業の参
入に伴い競争は激化し、既存商品のコモ
ディティ化も進んでいる。一方で、デジ
タル印刷市場・ICTサービス等の成長機
会も顕在化してきている。将来に向け、
この機会を取り込むことが重要であり、
これからの市場ではそれにあわせた新た
な付加価値創出の試みが必要になってき
ている。
�方向性：このような事業環境の変化に対
応するため、当社では、これまで「モノ創
り」を中心に組み立てていた働き方を「お
客様の課題解決」を中心とする働き方に
変革するための取り組みを行っている。
以下では、当社がお客様の課題解決のた
めに行っているプロセスとそのコラボ
レーションの特徴と課題について述べる。

①課題解決プロセス
お客様の課題を解決するには、お客様

の課題を明確化することが大前提となる。
しかし前述のように、お客様を取り巻く
状況は複雑化・多様化しており、お客様
の状況を理解し、課題を特定することが

難しくなってきている。このため、図１
のように「お客様の理解」を起点として
お客様の本質的な課題に迫ることで課題
抽出を行い、お客様のありたい姿として

「お客様価値の特定」を行う「課題解決プ
ロセス」を人間中心設計５を基に構築した。

課題解決プロセスは「お客様の理解」
「お客様価値の特定」「プロトタイプ」「評
価」のループとなっており、「お客様の
理解」と「お客様価値の特定」のフェー
ズで特定された課題に対する解決案をお
客様視点に立ったものとするため、お客
様の新しい仕事の流れである「ストー
リー」を活用して「プロトタイプ」を行う。

「評価」の段階では、プロトタイプを現
場に持ち込むことで、課題が解決されて

いるか、お客様のありたい姿に向けた変
化が起きたか、プロトタイプで採用された
選択肢は妥当であったか等の検証を行う。

②課題解決型プロジェクト
課題解決プロセスは、数名から数十名

のメンバーが関わる「課題解決型プロ
ジェクト」によって実施される。課題解
決型プロジェクトは「お客様の理解」や

「お客様価値の特定」といった外部要因
に起因する不確定要素に、組織として対
応しながらプロセスを推進する必要があ
る。このため、さまざまな状況の変化に
対応できるよう、PDCA型とは異なる

「状況共有」を起点とする、図２のよう
な状況対応ループ型の管理手法を用いて
課題解決プロジェクトを推進している。

図１　人間中心設計に基づく課題解決プロセス

図２　課題解決型プロジェクトの状況対応ループ

お客様の現場で仕事や環境の特
性を対話や観察を通じて把握し、
現実の課題を抽出する 

お客様の現場における変化を、エス
ノグラフィック・アプローチと ITを
組み合わせて総合的に把握する 

課題解決案をストーリーを活用し、
新しい仕事の流れとしてデザインす
る（ラピッドプロトタイピング） 

「お客様の理解」を基に本質的な課
題に迫り、お客様のありたい姿とシ
ステムに対する要求を共に描く 

お客様の 
理解 

プロト 
タイプ 

評価 
お客様価値 

の特定 

⑥アクション 

①状況共有 

②状況分析 

③議論 

メンバーは自分に割り当てら
れたアクションを実行する 

 

④意思決定 

赤字：プロジェクト主体 

黒字：メンバー主体 

決定事項の共有 

課題に対してどのような対策
を施すか、検討する 

プロジェクトは状況を分析し 
課題を特定する 

メンバーは現場の状況を収集し
プロジェクトで共有する 

プロジェクトは課題・対策案
に対して、取るべき方針を決
定する 

メンバーはアクション
プランとその背景を確
認する 

⑤プラン確認 

課題解決型 
プロジェクトの流れ  
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状況対応ループは以下の六つのフェー
ズから構成されている。

◦�状況共有：各メンバーはそれぞれの現
場の状況を収集しプロジェクトに報告
する
◦�状況分析：プロジェクトは収集された
状況を分析し課題を特定する
◦�議論：プロジェクトは課題に対してど
のような対策を施すかを検討する
◦�意思決定：プロジェクトは課題・対策
案に対してとるべき方針をアクション
プランとして決定する
◦�プラン確認：各メンバーは自分のアク
ションプランとその背景を確認する
◦�アクション：各メンバーは自分に割り
当てられたアクションを実行する
課題解決プロジェクトは、このような

状況対応ループを継続的に高速で回すこ
とで、変化や予想外の事象が起こる状況
においても組織的に課題解決を行うこと
が可能だと分かった。

③�コラボレーションの特徴と課題
課題解決型プロジェクトを支援するシ

ステムを構築するため、課題解決型プロ
ジェクトを実施しているメンバーの活動
を観察等の手法を用いて調査し、メン
バー間のコラボレーションを支援するシ
ステムへの要求抽出を行った。調査の結
果、課題解決型プロジェクトでは以下の
ような特徴的なコラボレーションが行われ
ることが分かった。

◦ドキュメントレビュー型コラボレーション
◦コンセプトワーク型コラボレーション
◦プロジェクト管理型コラボレーション

「ドキュメントレビュー型コラボレーショ
ン」はプロジェクトのメンバーによって
持ち込まれた情報を複数人で参照・分析
することで、状況や課題把握を行い、対
策立案を行うためのコラボレーションで
ある。典型的には、図３（左）のように、
メンバーによって持ち込まれたドキュメ

ントに対して、手書きによる書き込みな
どの手法を用いて、状況の把握、課題抽
出、対策立案等を行う。しかし従来型の
電子文書の表示装置等を用いた場合、手
書きによる書込みに上手く対応できず、
書き込んだ情報をプロジェクトメンバー
が参照することが困難である。
「コンセプトワーク型コラボレーション」は、
メンバーがユーザーや現場から収集した
情報の表出化、整理、課題の構造化、ア
イディア出しのブレインストーミングな
ど、多人数で同時に情報や知恵を出し
あったり、同時に情報を編集するための
コラボレーションである。一般には、図
３（右）のように各メンバーが付箋紙など
を用いて情報を個別に操作可能なモジュー
ルとしてインプットし、配置の変更や構
造化を行う。また、付箋紙に記述する内容
や配置をガイドするための「テンプレー
ト」が用いられることも多い。

付箋紙を用いてコンセプトワークを行っ
た場合、構造化に手間が掛かる、異なる
テンプレートを使った構造化を試しにく
い、離れた拠点間では実施できないなど
課題の他、データの再利用が難しい、投
稿のタイミングが遅れてしまい参加者間
での気づき誘発につながりにくい等の課
題がある。
「プロジェクト管理型コラボレーション」

は図２のように、さまざまな状況の変化
に対応しながら、課題を解決するための

コラボレーションである。このタイプの
コラボレーションでは「活動状況の共有」

「アクションプランの分担の明確化」「効
率的な情報共有」「継続的な連絡」が課
題となる。

電子文書マネジメントと
コラボレーション環境

当社では、この課題解決型のプロジェ
クトを支援するため、「イノベーションデ
ザイン支援ツール」と呼ばれるシステム
を開発し、課題解決型プロジェクトやお
客様共創ラボラトリー６におけるお客様
との対話、研修でのグループワーク等の
シーンで活用している。

イノベーションデザイン支援ツールは、
図４のように、

◦�ボード：ドキュメントレビュー型コラボレー
ションを支援
◦�カード：コンセプトワーク型コラボレーショ
ンを支援

◦�プロジェクト管理システム：プロジェクト
管理型コラボレーションを支援

のモジュールから構成されており、プロ
ジェクト管理システムを中心に相互が
シームレスに連携することができる。

ボード：ドキュメントレビュー支援ツール
「ボード」は、複数人および遠隔での

ドキュメントレビュー型コラボレーショ
ンを支援するための、電子ホワイトボー
ド型アプリケーションである。「ボード」
はホワイトボードを操作しているのと同
じような感覚で直観的に操作できること

図３　ドキュメントレビュー型コラボレーション（左）とコンセプトワーク型コラボレーション（右）
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を重視したインタフェースを採用してい
る。ボードが設置されている物理空間と
電子情報を管理しているサイバー空間を
結びつけるため、ICカードを用いたコ
ンテキストアウェアネス（人や物事の状
況に合わせてシステムを使いやすく適応
させる技術）４を用いており、ユーザーは
ICカードをかざすだけで、瞬時にユー
ザー認証を行い、ユーザーと関連づけら
れたプロジェクトへの参加やプロジェク
トと関連づけられた管理システムにアク
セスすることができる。また、同じプロ
ジェクトに参加している複数のボードを
ネットワーク接続して互いにドキュメン
トにメモ書きを行ったり、各自が持つ
ファイルをメンバーに公開することが可
能である。

カード：コンセプトワーク支援ツール
カードは、前述のコンセプトワーク型

コラボレーションの機能を提供するサー
バシステムで、インタビュー結果のデータ
整理やアイディア検討のための複数人で
のコンセプトワークを支援する。カード
には、複数のタブレット型デバイスを連
携させることが可能であり、ユーザーは
タブレットから直観的な操作で、電子的

な付箋を「台紙」と呼ばれる電子テンプ
レート上に送信し、並べ替えたり、グ
ループ化して整理することができる。

プロジェクト管理システム
プロジェクト管理システムは状況対応

型のループを支援するシステムであり、
プロジェクトに所属するメンバー間で活
動状況を共有するための通知機能、電子
文書を共有し管理する機能、ToDoを管
理する機能等を持っている。

また、会議がどこで開始／終了した等
のプロジェクト活動に関わるイベントロ
グを管理している。

業務での活用

これらのシステムを用いて、実際のプ
ロジェクト活動を行い、質と効率がどの
ように改善されるかを評価した。

ボードによるコラボレーションの質と　
効率の向上

コラボレーションの質の変化を客観的
に測定するため、複数人の参加者が資料
の情報を基に、要求を満たすような解決
案を決定する模擬的な会議を行い、会議
の時間がどのように使われるかを分析し

た。コラボレーションの比較対象として、
プロジェクターを用いて資料の表示のみ
を行う「プロジェクター型」、プロジェ
クターの横にホワイトボードを併設して
書込みを行う「プロジェクター＋ホワイ
トボード型」、ボードシステム用いた

「ボード型」の環境を用いて、３人での
模擬会議をそれぞれの型ごとに４回ずつ
行い、時間の平均を取った（図５）。

その結果、複数人数でのアノテーショ
ン（文書に対する注釈付け）が可能な

「ボード」を用いた場合、課題解決のた
めの議論の割合が、プロジェクター型に
比べて６倍、プロジェクター＋ホワイト
ボード型に比べて約1.7倍に高まること
が分かった。

コラボレーションの効率については情
報共有の度合いを指標とし、約100人が
属する部門を対象に、

◦プロジェクト管理システムのみを利用
◦��プロジェクト管理システムとボードを
組み合わせて利用

した場合において、

◦�一人がひと月にプロジェクト管理シス
テムにアップロードする平均ファイル数
◦�一人がひと月にプロジェクト管理シス
テムからダウンロードするファイル数

を調査した。
結果として、プロジェクト管理システ

ムのみを利用した場合に比べて、プロ
ジェクト管理システムとボードを組み合
わせた場合、一人がアップロードする
ファイル数は月平均約６倍（2.6個→14.9
個）、ダウンロードするファイル数は月
平均約２倍（9.5個→17.2個）に増加した。
このように、ドキュメントレビュー型コ
ラボレーションを支援するボードを導入
することにより、課題解決にフォーカス
したコラボレーションが可能になると同

図４　イノベーションデザイン支援ツール

多地点 
遠隔議論 

資料表示・操作 
ペンで書込み 

タブレットやノートPCから 
「気づき」「アイディア」 
をカードとして送る 

情報のストックとフローアク
ション管理 

ロジックツリー

第1階層 第2階層 第3階層 評価
コスト 集客

実現
可能性

状況に応じたフレーム
ワークを用いて議論 

プロジェクト管理 ボード機能 

カード機能 テンプレート 
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時に、プロジェクト管理システムによる
文書共有の度合いが高まることが確認で
きた。

共創型ショールームでの改善
近年、多くの企業が、新しい商品や事

業を開拓することを目的に、お客様の課
題を理解するための「共創型ショールー
ム」と呼ばれる場を設けている。通常、
共創型ショールームでは、お客様の経営
層を含むゲスト（５名～ 10名程度）を
招待して、自社技術や商品を紹介しなが

らお客様の潜在的な課題を引き出し、協
業に結び付けるための対話が行われる７。

しかし、自社技術や商品の説明の場に、
顧客の課題に関して議論を行う場を組み
合わせただけでは、参加者から「自社の
課題」に関する情報を引き出し、深掘り
することは困難である。共創型ショー
ルームを運用している企業と当社が共同
で調査を行った結果、お客様とのコミュ
ニケーションにおいて図６上のような三
つの典型的な問題が発生することが分
かった。

当社では、このような課題を抱える共
創型ショールームに対して、コミュニ
ケーションの改善を目的にイノベーショ
ンデザイン支援ツールを導入した。

図７はイノベーションデザイン支援
ツールを用いて、お客様と議論を行って
いる様子である。参加者全員（お客様：
向かって左側の４名と、ホスト：向かっ
て右側の３名）がタブレットを使って電
子付箋として「ボード」に自分にとって
の課題、関心事、会話のメモを送付する
ことができる。ホスト側はファシリテー
ターを中心に、送付された電子付箋をカ
テゴリー毎に並べ替えたり、背景色を変
更して議論の内容を分かりやすく視覚化
することができる。

その結果、図６（下）のように、

◦�お客様の課題や関心事の同時表出化

◦�話題の見える化によるフォーカスと深掘り

◦早くて正確なピンポイントフォロー

が可能になった。この結果、この組織が
目標とするお客様の課題の理解の成果と
して協業につながる件数が月当たり1.7
件から5.5件の約３倍に増加した。

新商品・サービスの企画プロジェクト
での活用

次に、長期間の新商品・サービスの企
画で、プロジェクトボード、カード、プ

全体の発言時間に占める各話題の平均比率  
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ロジェクト管理システムを総合的に活用
した例を紹介する。

評価対象としたのは、10名のメンバー
が約２ヶ月間、ある特定の課題領域に対
して、お客様がどのような課題意識を
持っているかについての調査を基に、新
商品の企画を行うプロジェクトである。
具体的には約400件のお客様を訪問しイ
ンタビューを行い、得られた記録から課
題の抽出、構造化、深掘りを行った上で、
商品企画を行った。

結果として、本システムを使用した場
合は使用しなかった場合と比べて、企画
書完成までの工数が約40％短縮された。
その主な要因は、以下の４点であった。

コンセプトワークに関して、

◦�抽出：投稿付箋の即時共有により、参
加者間での気づきの付箋投稿誘発

◦�構造化：台紙コピーにより、異なるフレー
ムワークを自由に検討可能

◦�深掘：クラウド化された付箋により、時
間場所を問わず継続的に検討可能
　��離れた拠点間での複数人による情報抽
出と整理（非同期／同期）
プロジェクト管理に関して、

◦�プロジェクト管理：活動状況の共有、To�
Doの明確化と分担、効率的な情報共
有、継続的な連絡が可能

図８は本システムをプロジェクトに導
入した場合、課題解決までの工数がどの
ように変化するかを実際のプロジェクト
で評価したものである。案件の経緯と状
況をメンバー全員が確実に共有し、即座
に活動に参画することで全体の工数を約
半分に抑えることができ、また課題解決
までの期間も約半分に短縮されているこ
とが分かる。

まとめ

今後、企業の社会生産性を高め、国際
的な競争力を維持するためには、課題解
決型プロジェクトのような働き方変革が
急務である。この考えに基づき、課題解
決を実践するプロジェクトを観察・分析
した結果、「ドキュメントレビュー型コラ
ボレーション」「コンセプトワーク型コラ
ボレーション」とそれを支える「プロジェ
クト管理型コラボレーション」といった

特徴的なコラボレーションが存在するこ
とが分かった。

本稿では、このようなコラボレーショ
ンを支援することを目的に開発された

「イノベーションデザイン支援ツール」と
これを活用した例を基に、どのように課
題が解決し生産性が高まるかについての
解説を行った。

本稿で紹介した、電子文書マネジメン
トとコラボレーションが融合した新しい
形の課題解決型プロジェクト支援環境は、
皆様の円滑なコミュニケーションと課題
解決能力の向上に寄与することで、社会
や企業の成長、経営効率改善に役立つも
のと確信している。

参考文献

１：�中埜博、堀切和典、徳田英幸、井庭崇、「創
造的プロジェクトを成功に導くパターンとメディ
ア」、慶應義塾大学SFC�Open�Research�
Forum�2013（2013）．

２：�中埜博、堀切和典、徳田英幸、井庭崇、「実
践！創造的プロジェクトを成功に導くパター
ンとメディア」、慶應義塾大学SFC�Open�
Research�Forum�2014�（2014）．

３：�井庭�崇他、� “パターン・ランゲージ：創造
的な未来をつくるための言語”、�慶應義塾大
学出版会�（2013）．

４：�M.�Weiser,� “The�Computer� for� the�21st�
Century”,� Scientif ic� American,� pp.�
94-104�（1991）．

５：�ISO� 9241-210:2010,� Ergonomics� of�
human-system� interaction� --� Part� 210:�
Human-centred� design� for� interactive�
systems�（2015）．

６：�稲垣�政富、堀切�和典、羽鳥�徹、「お客様
共創ラボラトリー：お客様理解と価値創造を
支援するコミュニケーション環境」、富士ゼ
ロックス�テクニカルポート、No.23�（2014）．

７：�K.�Horikiri,� “Communication�Design� for�
New�Type� of� Showroom�Dedicated� to�
Value�Co-creation,”�Collaboration� and�
Techno logy� -� 22nd� In te rna t iona l�
Conference,�CRIWG�2016,� Kanazawa,�
Japan ,� Sep tembe r� 14-16,� 2016,�
Proceedings,� vol .9848,� pp.13–20,�
2016．

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

03
月
度

04
月
度

05
月
度

06
月
度

07
月
度

08
月
度

09
月
度

03
月
度

04
月
度

05
月
度

06
月
度

07
月
度

08
月
度

09
月
度

03
月
度

04
月
度

05
月
度

06
月
度

工
数
ｈ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
全工数

発言者率
（メンバー全12名）

 
4/25  

SE全工数の
推移 

発言者率 
の推移 

11/10

コラボを使わな
かった場合の
予想工数推移 

コラボを使った
場合の、実際の
工数推移 

SE工数合計推移と発言者率推移 

 

（h） 

／

 

2

月
度 

3

月
度 

4

月
度 

5

月
度 

6

（2011年） （2012年） （2013年）

月
度 

7

月
度 

8

月
度 

9

月
度 

10

月
度

11

月
度

12

月
度 

10

月
度

11

月
度

12

月
度 

 

2

月
度

1

月
度

1

月
度 

3

月
度 

4

月
度 

5

月
度 

6

月
度 

7

月
度 

8

月
度 

9

月
度 

 

2

月
度 

3

月
度 

4

月
度 

5

月
度 

6

月
度 

年月 

活用期間

図８　プロジェクト支援による効率の改善



10 月刊 IM  2017-4月号

企業における、守られるべき情報とは何か

（1）「営業秘密」の保護の強化
企業が守らなくてはいけない情報として「営業秘密」があ

ります。「営業秘密」の持ち出し・漏洩事件は、離反し退職
する従業員が行うことが多く、最近では重要な技術情報や大
量の顧客情報が流出する事件も発生しています。平成27年に
改正された不正競争防止法が、平成28年１月１日に施行さ
れ、「営業秘密」の法律による保護は強くなってきています。
本連載では、営業秘密保護の観点から企業情報の重要性を考
えていきます。
「営業秘密」といっても、事業上重要な情報がすべて「営

業秘密」になるわけではありません。不正競争防止法にいう
ところの「営業秘密」として保護されるには、後述するよう
に一定の要件を満たす必要があります。「営業秘密」を守る
ために、企業の担当者は「営業秘密」の要件を正しく理解し、
適切かつ有効な「秘密管理措置」をとる必要があります。

今回は、「営業秘密」が法律上どのように保護されるのか、
「営業秘密」が保護されるためには具体的にどのような対策
をとれば良いのかを解説します。

（2）「営業秘密」としての保護のしくみ
「営業秘密」について、不正競争防止法は「秘密として管

理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な
技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないも
の」と定義しています（不正競争防止法２条６項）。①秘密
管理性、②有用性、③非公知性の三つが「営業秘密」の要件
であり、どれほど重要な情報であっても、この要件を満たさ
なければこの法律の保護を受けることはできません。

ここでいう「営業秘密」に該当すると、どうなるのでしょ
うか。「営業秘密」と他の情報との保護の違いは主に次の点
にあります。
ア　損害賠償請求権が発生する
「営業秘密」が不正に取得されたり利用されたとなると、

損害賠償請求権が発生し（同法４条）、故意または過失によっ
て信用を段損された場合に謝罪広告等を求めること（同法14
条、信用回復の措置）もでき、さらに「営業秘密」の不正使

用行為に対しては使用差止請求（同法３条、停止、廃棄、予
防のための除却、その他の措置の要求）も可能となります。
イ　刑事罰が明確化されている

かつては情報犯罪に関しては、保護すべき情報の範囲やそ
の保護の必要性などが明確でないことから、刑事責任を追及
しない方向が示されてきました。しかし、近時の機密情報の
盗み出し、不正な情報開示による被害の拡大といった問題を
捉えて、平成15年改正によって刑事罰が導入され、ネット
ワーク犯罪に関連する修正も行われています。また、平成27
年改正では、営業秘密侵害罪の一部の未遂行為についても処
罰されることになりました。

（3）どのような場合に処罰されるか
刑事罰の対象は、民事的に「営業秘密」とされるものと同

義で、行為としては広く捉えられることになっています。不
当な利益を図る目的や、「営業秘密」の保有者に対して財産
上の損害、信用の失墜その他の有形無形の不当な損害を加え
る目的で、「営業秘密」を不正に取得するだけでなく、取得
した「営業秘密」を使用・開示する行為も処罰されます（同
法21条１項１号・２号）。

また会社の役員や従業者が、不当な利益を図る目的や、「営
業秘密」の保有者に対して財産上の損害、信用の失墜その他
の有形無形の不当な損害を加える目的で、「営業秘密」を使用・
開示した場合も処罰されます（同法21条１項５号）。例えば、
自社製品の製造や研究開発のために、他社製品の製造方法に
関する技術情報である「営業秘密」を会社の正社員が直接使
用する行為や、派遣社員が同業他社が行った市場調査データ
である「営業秘密」を参考とする行為、会社の代表者が「営
業秘密」が記録された電子データを特定の第三者に送信する
といった行為は、すべて処罰の対象になります（経済産業省、
逐条解説204・205頁）。

さらに、会社の社員が、会社の業務に関連して、他社から
不正に「営業秘密」を取得した場合は、その社員のみならず、
会社に対して罰金刑が課せられる可能性があります（同法22
条１項１号・２号）。

いずれも「営業秘密」とされた場合に、他の情報とは区分
されて強く保護されるということを意味するので、企業に

牧野総合法律事務所
弁護士　牧
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守るべき営業秘密とは何か

連 載

営業秘密の
保護と活用
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とって、何を「営業秘密」というかはきわめて重要な問題と
なります。

（4）個人情報
個人情報が「営業秘密」に当たる場合も当然あります。個

人情報保護法が成立したことで、企業などの事業者は、個人
情報をセキュリティ対象として位置づけ、守ることが法律上
の責任となっています。

平成27年に改正された個人情報保護法が間もなく全面施
行されますが、同法では個人情報データベース等提供罪（改
正法83条）が新設されるなど、個人情報についても法的な保
護はより強固なものになってきています。

守るべき「営業秘密」の取扱い方

不正競争防止法で保護されることになる「営業秘密」とな
るには、①秘密として管理されていること（秘密管理性）、
②有用な情報であること（有用性）、③その情報が公然と知
られていないこと（非公知性）の三つの要件が満たされてい
る必要があるのは前述したとおりです。民法、個人情報保護
法など他の法律で保護される場合はありますが、不正競争防
止法の保護を受けるにはこの三つの要件を充足する仕組み、
システムを構築する必要があります。特に①の「秘密として
管理されていること」という要件は、その情報が「営業秘密」
と認められるために、最も重要となります。

ここでは、各要件がどのようなときに認められるかを「営
業秘密」の守り方を踏まえて見ていくことにしましょう。

（1）秘密として管理されていること（秘密管理性）
「営業秘密」は秘密として管理されていなければ、不正競

争防止法の保護対象とはなりません。
会社が持っている情報について単に情報を口外しないよう

に依頼していた事実のみによっては、秘密として管理されて
いることにはなりません。取引関係にあった会社の商品の販
売価格に対する仕入価格の割合（仕切値率）を取得した行為
が問題となった過去の民事事件では、裁判所は「原告が各小
売店に対して口外しないように依頼したとしても、そのよう
なことにより直ちに秘密として管理されていると解すること
はできない」と判断しています（東京地判平成13年８月31
日判決（平成12年（ワ）第26971号））。口外しないように依
頼していた事情があり、通常、秘密性が高いと考えられる仕

切値率についてであっても秘密管理性がないとして法的な
「営業秘密」にはあたらないと判断されたのです。

では、どのような場合に、その情報が「秘密として管理さ
れている」といえるのでしょうか。

経済産業省の見解によれば、「秘密管理性要件の趣旨は、
事業者が秘密として管理しようとする対象（情報の範囲）が
従業員や取引先（従業員等）に対して明確化されることによっ
て、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を
確保することにある」とされています（経済産業省、営業秘
密保護の手引き34頁）。そして、このような趣旨から、その
情報が秘密として管理されたといえる場合について、経済産
業省は次のように説明しています。「秘密として管理されて
いる」というためには、「営業秘密保有企業が当該情報を秘
密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分である。
すなわち、営業秘密保有企業の秘密管理意思（特定の情報を
秘密として管理しようとする意思）が、具体的状況に応じた
経済合理的な秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、
結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる

（換言すれば、認識可能性が確保される）必要がある。取引
相手先に対する秘密管理意思の明示についても、基本的には、
対従業員と同様に考えることができる」（同98頁、営業秘密
管理指針５頁）。この説明をもう少し平易にいうと、秘密管
理性が認められるためには、当該情報にアクセスする者が、
当該情報が「営業秘密」であると認識できる程度に具体的に

「秘密管理措置」がとられていることが必要であるというこ
とです。

つまり、「営業秘密」か「それ以外の情報（一般情報）」か
が合理的に区分され、あるいはその情報が従業員や取引先に

「営業秘密」であることが明らかにされているといった「秘
密管理措置」が必要となるのです。

では、具体的な「秘密管理措置」とはどのようなものなの
でしょうか。

元従業員による見積書控えの不正取得行為等についての民
事事件で、裁判所は「『秘密として管理されている』という
には、当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であ
ることを認識できるようにしていること、及び、当該情報に
アクセスできる者が制限されていることを要するものと解す
るのが相当である」としたうえで、「本件見積書控えは、営
業秘密であることが当該冊子に何ら表示されていないうえ、
その管理方法について特段の指示はなく、各営業担当者の管
理に委ねられていた。したがって、秘密管理性が認められな
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いことは明らかである」と判断しました（東京地判平成19年
５月31日判決（平成17年（ワ）第27477号、平成18年（ワ）
第7539号））。つまり、①情報にアクセスした者が「営業秘密」
であると認識できること、②当該情報にアクセスできる者が
制限されていること、これらが「秘密管理性」を認める重要
なファクターとなることが明らかにされたのです。したがっ
て、これらの観点から具体的な「秘密管理措置」を想定すべ
きでしょう。

経済産業省では営業秘密管理指針を公表しており、これに
沿って考えると、次のような「秘密管理措置」が想定できます。

紙に印刷された「営業秘密」の情報であれば、

・�ファイルの利用等により一般情報からの合理的な区分を行っ
たうえで、「営業秘密」の情報が記載された文書に「マル秘」
など秘密であることを表示する
・�「営業秘密」の情報が記載された文書を施錠可能なキャビネッ
トや金庫等に保管する
・�紙媒体のコピーやスキャン・撮影の禁止、コピー部数の管理
（余部のシュレッダーによる廃棄）、配布コピーの回収、キャ
ビネットの施錠、自宅持ち帰りを禁止する

電子データに「営業秘密」の情報が含まれる場合には、

・記録媒体自体に「マル秘」表示を貼付する
・電子ファイル名・フォルダ名に「マル秘」と付記する
・�「営業秘密」に刻当する電子ファイルを開いた場合に端末画
面上にマル秘である旨が表示されるように、当該電子ファイ
ルの電子データ上に「マル秘」を付記する

・�「営業秘密」に刻当する電子ファイルそのもの又は当該電子
ファイルを含むフォルダの閲覧に要するパスワードを設定する
・�記録媒体を保管するケース（ＣＤケース等）や箱（部品等
の収納ダンボール箱）に「マル秘」表示を貼付する
・�人事異動・退職毎のパスワード変更、メーラーの設定変更
による私用メールへの転送制限、物理的にＵＳＢやスマート
フォンを接続できないようにする

上記のような複数の手段を組み合わせた「秘密管理措置」
をとることは極めて有効ですし、機密情報の漏洩を防止する
観点からも有効であると考えられます。

しかし、これだけでは「秘密管理措置」として十分でない
場合もあり、秘密保持契約やNDA（秘密保持合意：Non-
Disclosure Agreement）を締結する、「営業秘密」を扱う端
末を外部インターネットに接続せず、部署内LANにとどめ
て情報の出入りを厳格に規制する、といった管理が極めて重
要となってくるのです。

（2）有用な情報であること（有用性）
有用な情報とは、事業活動にとって有用な技術情報である

か、有用な営業情報でなければなりません。たとえば企業の
脱税、公害の垂れ流し情報などは、企業の正当な活動を支え
るものではなく、違法な活動を示すような情報ともいえるの
で保護の必要性はなく、「営業秘密」としての有用性はない
とされています。したがって、このような情報は「営業秘密」
にはならないのです。

　
（3）その情報が公然と知られていないこと（非公知性）

三つ目の要件が「非公知性」です。公刊物などに公表され
たことがあれば公知の事実であり、保護の対象とはなりませ
ん。ただ、唯一無二であることまでは要求されず、競争企業
数社が秘密として管理し、それ以外には知られていないよう
な場合や、多少の人に知られていても守秘義務が課されてい
るような場合、その情報の取得に相当なコストがかかる場合
には、非公知とされます。

たとえば、ある情報が実は外国の刊行物に過去に記載され
ていたような状況であっても、国内においてその事実が知ら
れておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要
する場合には「公然と知られていない」と考えられます。も
ちろん、そのようなコストを投じて第三者が現に当該「営業
秘密」を取得又は開発したうえで当該情報の管理地において
公開等を行い、「公然と知られている」状態となれば、非公
知性は喪失することになり、「営業秘密」としては保護され
なくなります（営業秘密管理指針16頁参照）。

企業においては、ある重要な情報に非公知性や有用性が認
められるかを適切に判断して「営業秘密」に当たる情報なの
かを判断する必要があります。仮に、このような判断を行わ
なかった場合は、「営業秘密」か「それ以外の情報（一般情報）」
かが合理的に区分されたといえるような「秘密管理措置」が
とられていないとして、初めに述べた秘密管理性の要件が否
定される可能性があるのです。

企業の担当者は「営業秘密」の要件を正しく理解し、適切
かつ有効な「秘密管理措置」をとることが必要不可欠です。

次回は、「営業秘密の侵害」について検討します。
（不正競争防止法については第３回、個人情報保護法と営業
秘密の関係については第４回で詳しく述べます）

連載　営業秘密の保護と活用
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JIIMA標準化委員会はここ数年、「統合文書管理規格ISO19475」
を制定するように活動してきました。ISO19475は、文書情
報を安全に扱い、企業や組織の情報を統制することによって、
業務で発生するリスクを除去、また文書情報を使い業務活動
を活性化することを目的に、必要となる文書情報の取扱い方
法を定めています。2017年２月よりDIS投票が開始されまし
た。この投票の結果、各国の承認が得られることにより、国
際標準として発行されます。

ここでは、本規格の目的と概要および今後の予定を解説し
ます。

文書情報マネジメントの統合規格　　　　　
ISO19475の背景と目的
e-文書法による会計や税務に関わる帳簿や証憑類の電子化、

電子メールや電子商取引によるコミュニケーションの増加で情
報の電子化が、加速化しています。標準化委員会は、この流
れにしたがって、これら情報を標準的な基盤で文書情報を取
扱えるようにすることを目的として、電子化手順や電子化し
た情報の保管方法を定めてきました。

一般的に企業や組織が文書情報を取り扱うことには複数の
目的があります。たとえば、日本国内では「法定書面である
から、法律に基づいた定型文書を保存する」「業務の指示、
伝達事項を伝える（企業間、組織間など）」「お客様の取引記
録、作業員の作業記録、生産記録から課題を発見する」など
です。これら複数の目的を満足させ、企業や組織の業務効率
を上げていくためには、ストックされた断片的な文書を電子
化するだけでは、不十分な状況となってきています。例えば、
電子的な取引やIOTによる詳細なデータを使用して、ビジネ
スの判断が必要になってきたことがあげられます。その他に
も次のような状況への考慮が必要です。

・�経済のグローバル化で求められる欧米流の情報管理

・電子社会前提の法・規制へ変革
　「紙が原本」から「電子のオリジナル」を容認

・�分散した個別データの組織的な情報管理（IOT、AI活用し

た情報化業務）

・機密情報、個人情報など業務特性別の情報

・電子データの真正性維持

・�クラウド化にともなう部門管理から組織全体管理への移行と
そのための枠組み構築

企業組織は、文書情報マネジメントにしたがった企業文書
情報の運用を実現することで、リスク耐性を高めたり、企業
競争力を高めたりすることができるようすることが必要です。
そのために、企業組織が必要とする情報を取得、保管、廃棄
する際に一定の基準が必要になってきます。必要要件の概要
を次に示します。

・�組織で、発生した情報が正しく（組織目標にしたがって）作
成されている

・�組織で、生成した情報が正しく（破壊されることなく）維持さ
れている

・�組織で、維持した情報が業務上で活用できる（信頼性があ
る。不適切な利用がない）

・組織で、保存している情報を正しく廃棄できる

統合文書情報マネジメントの運用

ISO19475で考えられている文書情報マネジメントの運用
の流れを図１に示します。業務の実行において、情報は受け
取ったり、再利用したり、生成したりします。それらを維持
したり、確認したりします。確認された情報を他の組織へ指
示、依頼したりします。またアーカイブされた情報を使用し
て、法的な調査などを実施したりします。国内では、複合企
業か、単一の商品を取り扱う企業かによっても状況は異なり
ますが、各部門が個別に必要となる文書情報を取り扱うケー
スが多いようです。

これまで数年にわたり欧米や日本の先進的企業をヒアリン
グした結果、全てをIT基盤で自動実行させていることはあ
りませんでした。業務に責任を持つ業務部門、業務情報の維
持・正当性・活用に責任を持つ保管部門などの組織的な役割

JIIMA 標準化委員会

ISO WG　委員長　伊
い
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 泰
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統合文書管理規格 ISO19475シリーズ DIS投票開始

文書情報マネジメントの統合運用規格
ISO19475の概要と活用の方法
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をもって、文書情報マネジメントが推進されています。
ISO19475はこれら先進的企業のベストプラクティスに基づ
いて、基本となる運用方法を抽出しています。

電子、紙による情報に関わらず、企業・組織が業務で必要
となる情報を特定しています。それらについてのコントロー
ルの方法（統制上の承認、事後の利用方法など）、他者への
提示有無、利用期限、保管期限などすべてを合わせてリテン
ションスケジュールとして定めています。

これらに基づき、業務の担当者は、定められた情報を受取、
生成します。生成された情報がビジネス上正当な情報か否か
を判断された後、生成された情報を保管する仕組みにキャプ
チャします。キャプチャは、従来、国内では、紙文書をス
キャナにより画像データにする
こととされていましたが、ス
キャニングに加えて、電子的な
方法による情報の獲得、紙文書
から情報活用に必要な電子
データを抜き出すことすべてを
含むことにしています。

また保管部門は、利用を監視
し、保管された情報が不正に利
用されたり、不適切に書き換え
られたりすることを防ぎます。
そして、保管期限（情報の有効
期限）に達した情報をアーカイ
ブに移行するか、廃棄するのか

評価した後、移行・廃棄します。この評価の基準は、リテン
ションスケジュールを定めた際、またキャプチャの際に見直
しをしながら推進します。

このような運用を取り入れていくことにより、税法や個人
情報保護などの規制に合わせて、取引企業間を流れるような
情報（製品含有化学物質、情報化施工などIOTによる情報）
などを有意義に利用していくことができる基盤を備えること
ができるようになります。

ISO19475規格化の範囲

当初、文書情報マネジメント運用に関わる「文書情報を定
める方法」「取扱いに関わるメタ情報の整備方法」「リテンショ
ンスケジュール、情報の評価方法」なども含めるようにして
いました。しかし、これらの方法を規定することは、各社の
情報に対するガバナンスポリシーなどに影響が大きいため見
合わせることにしました（この時の検討で集められた事例、
具体的な方法については、今後、本規格の解説として発行す
ることにしています）。

そこで、文書情報を企業全体で取り扱う際に必要な作業プ
ロセスをキャプチャ（取得）、ストレージ（保管）、ディスポー
ザル（移管、廃棄）の三つで示すことで、情報の価値判断、
利用の判断、保存の判断ができ、それぞれの作業で最低限守
るべき確認事項を整理しています。

見合わせた「文書情報を定める方法」「取扱いに関わるメ
タ情報の整備方法」「リテンションスケジュール、情報の評
価方法」の運用に関わる確認事項は別途、ビジネス要求とし
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て与える必要があります。それらにしたがって、キャプチャ
作業は、データの形式を変換したり、真正を確認したりしま
す。ストレージ作業は、キャプチャされた情報を常に利用可
能にしたり、AIなどを活用してビジネス情報に変換可能な
状態を維持したりします。ディスポーザル作業は、保管され
ている情報を評価し、廃棄またアーカイブに移管したりしま
す。これらの規定を利用することで、一般的には、ビジネス
情報を活用するための運用を実現することが可能になるとと
もに、情報活用のクラウドサービス等でのサービスレベルを
定めることにも有効になります。

この運用を実現するためのIT基盤については、今年中に改定
されるISO/TR15801やTrusted Systemの他、ISOの規準と
していくつかまとめられています。

まとめ

文書情報マネジメントを統合運用するための規格ISO19475
は、DIS投票が開始され、2017年末には国際標準として制定
されます。標準化委員会では、本規格を基盤として、今後、
企業・組織が取り扱う情報の流通活用を活性化し、活動の効
率化、透明性の確保などを実現できるようにしていきます。

本稿の詳細については、2017年２月JIIMA発行「文書情

報マネジメントの統制　統合文書管理規格（ISO19475）の
適用　（経済産業省委託調査事業）」を参照してください。

参考資料
１：�BIP� 0008-1：2008� Evidential weight and legal admissibility of 

information stored electronically. Code of Practice for the 
implementation of BS 10008

２：�BIP� 0008-2：2008� Evidential weight and legal admissibility of 
information transferred electronically. Code of practice for the 
implementation of BS 10008

３：�BIP� 0008-3：2008� Evidential weight and legal admissibility of 
linking electronic identity to documents. Code of practice for the 
implementation of BS 10008

４：�JIS�Z�6016：2015�Electronic imaging process of paper documents 
and microfilmed documents

５：�JIS� Z� 6017：2012� Document management -- Long-term 
preservation for electronic imaging documents�

６：JIS�Z�6015：2016�文書情報マネジメント用語
７：国土交通省�情報化施工
　　�http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_

tk_000017.html
８：製品含有化学物質管理ガイド�企業担当者向け
　　経済産業省（一般社団法人産業環境管理協会）2014年３月31日
９：Federal�Rules�Evidence�2015�　FederalEvidence.com

統合文書管理に関する国際標準化に伴う市場調査「文書情報マネジメントの国
内実態調査報告書」、「文書情報マネジメントの統制　統合文書管理規格
（ISO19475）の適用　」についてはJIIMAホームページにてご案内します。

ISO19475の概要と活用の方法
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光がなければスキャンはできない

スキャナの光源は、白色LEDの導入によって、この数年
でドラマチックな進化を遂げた。下の図で、従来のタングス
テン電球（Bulbs）、蛍光灯（Fluorescent）、最先端の白色
LED（LED）を比較する。
スキャナの光源として、従来使用されていた蛍光灯は寿命
の短さと不安定さによって、非常に高い安定性とカラーイン
デックスを持つように設計されたLEDに置き換えられた。
５万時間を超える寿命は６年以上の連続使用を可能とするた
め、もはや照明システムは消耗品ではなくなった。さらに
LEDにはウォームアップ時間の必要がなく、使用時にのみ
電源を入れればよいということもエネルギーの節約に大きく
貢献している。
この新しいLEDランプはLEDメーカーによって製造され、
ImageAccess社や他のスキャナベンダーによって大量に供
給されている。
ImageAccess社の全てのスキャナは、可能な限り最高の
色域を実現するために特別に開発された超安定、長寿命、イ
ンスタントオンLED照明システムを使用している。

本当のダイナミックレンジとは　　　　　　　　
（ビット数、濃度、そしてノイズ）
スキャナの技術について多くの人が誤解していることは、
色に対するカラーの階調を表す色深度と、スキャナが識別で
きる暗さと明るさの限界の値を表したダイナミックレンジを
混同しているという事である。これらはとても良く似ている
が、実際はそうではない。以下に違いを説明する。
ほとんどのスキャナは最低でも30ビットの色深度を持っ
ている。現在の主流は36、42、または48ビットだ。ビット
数が多ければ、数値としてはダイナミックレンジがより良く
なっていると言える。しかしそれは一つの要素であり、その
通りとは言えないものだ。ダイナミックレンジの評価には二
つの要素が関わってくる。これらは二次的な要素とも言える。
高品質でノイズの少ないCCDと電気回路（時に高額な）が
より良いダイナミックレンジを得るために必要だ。さらに48
ビットでアナログデータを取り込んでもデジタル変換するコ
ンバーターが16ビットであるということからも、スキャナ
が48ビットの色深度を持っているといっても実際の光学的
な濃度を表していないという事実がわかる。
多くのスキャナベンダーはダイナミックレンジをDmax

（最も暗い値）とDmin（最も明るい値）
で表示している。これは解像度による
論理的な限界と同等になる。幾つかの
ベンダーではデジタル化により±１
ビットのノイズが避けられないため、
注意をはらって濃度の範囲を0.3減ら
している。
次ページの表はいろいろなビット深
度での論理的な最大の濃度を表してい
る。これらの値をスキャナの仕様書で
見た時、意味がよく分からなくても問

電子化で最も活躍する装置の一つはスキャナだろう。知っているようで
知らない事、またカタログスペックだけでは理解できない本当の性能につ
いてドイツImageAccess社（http://www.imageaccess.de/）のホームペー
ジにあるホワイトペーパーから一部（抜粋）を紹介する。

翻訳：JIIMA広報委員会　委員長　山
やま

際
ぎわ

 祥
しょう

一
いち

ImageAccess社　ホワイトペーパーより

スキャナ技術に関する考察
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題はない。なぜならこれらは言ってみれば単に容器の大きさ
を表しているにすぎず、中身のことを言っていないからだ。

ビット総数 二値ステップ 最大濃度（ノイズを除外）最大濃度（１ビットのノイズ）

30 1024 3.0 2.7
36 4096 3.6 3.3
42 16384 4.2 3.9
48 65536 4.8 4.5

実際の原稿での濃度のレンジは思っているよりかなり低い。
以下にさまざまな原稿の濃度の幅を示す。

対象物 最大濃度

印刷された新聞紙 1.8
写真光沢紙 2.0
紙の印刷で最も状態の良いもの 2.6
最も状態の良い透過フィルム 3.2

はっきり分かることは、36ビットの解像度があれば、最
もよい状態の透過のフィルムで必要とされる濃度のレンジを
完全に満たしているということだ。42または48ビットは大
きすぎる入れ物であって、実際の意味はない。特に大きな
データを扱うということはどんなシステムでも速度が遅くな
ることを意味している。ImageAccess社のすべての製品が
48ビットではなく36ビットで内部処理をしている理由はここ
にある。
しかしこれで話は終わらない、むしろ始まりにしかすぎな
い。実際にはノイズによって最大の濃度の限界が決まるから
だ。そしてさまざまな要因がノイズの原因になる。幾つかを
以下に説明する。
最初に考慮すべきはCCD自体のダイナミックレンジだ。
CCDのダイナミックレンジは回路自体が発生するノイズ（ノ
イズフロア）と飽和点の間の範囲にある。この範囲にはCCD
でおきている、入光のない状態での暗電流、感度の変動、電
荷移動時の損失等の避けられないエラーがあるにもかかわら
ず、補正されていることが前提とされている。このことから
仕様等に表されているダイナミックレンジの数値は機器とし
ての理想値か、または実際はもっと狭い可能性がある。市販
されているCCDチップのダイナミックレンジは250から1000
の間にある。我々が調査した中では4000が最も高い値であ
るが、これらを本当に比較することはできない。なぜなら計
測方法がメーカー間で異なるからだ。
さまざまな照明システム、光源システム、CCDの感度と

それらの全ての設定が時間の経過に伴って変動するため、ス
キャナのホワイトバランスを時々とることが必要になる。こ
の変動の影響を考慮すると、CCDをダイナミックレンジの
感度の限界に近い値で使用することはできない。ほとんどの
場合は半分より少しだけ高い値、有効なダイナミックレンジ
の半分程度しか使っていない。
電気的なシステムとそしてその影響を評価したときに、有
効なダイナミックレンジの典型的な値は500になり、濃度は
2.7になる。これでは印刷状態の最も良い紙から取り込んだ
時にどうにか全ての情報を取り込むことができる値になる。
残念ながらここに光子から電子に変換した時のノイズが関連
してくる。CCDの素子が光を受ける時、光源や原稿の状態
がどんなに一定に見えても、発生する電子の量はその都度変
化するからだ。この差を「電子ノイズ」、「光子ノイズ」また
は「ショットノイズ」と呼ぶ。これは取り込まれた電子の平
方根に等しくなる。CCDの素子が10万の電子を蓄積すると
想定して、差異は314になる。よって有効なダイナミックレ
ンジは100000/314=318になる。これはダイナミックレンジ
にすると2.5にあたる。
これを克服するための方法はライトレベルと露光時間を増
やすことだ。しかしこの場合、新たに露光時の飽和という要
素がおきる。CCD素子は一定量の電子しか保持できないか
らだ。電子量による露光時の飽和が次の注意点だ。終わりが
ない。マーケットで起きている解像度の競争によってCCD
の素子はどんどん小さくなっている。これに伴って保持でき
る電子量は少なくなって、露光時の飽和のレベルも下がって
いる。例えばある飽和の値が２万エレクトロンだとすると、
ノイズレベルは140エレクトロンということが計算で求めら
れる。このダイナミックレンジは140：１になるので最良の
ケースでも濃度は2.1にしかならない。
CCDの電子量の限界を改善するための唯一の方法は有効
なCCD素子の大きさを大きくすることだ。しかしこれには
費用がかかる。なぜなら、高額のレンズを使う必要が出てく
るからだ。CCDの有効な表面積を大きくして解像度を上げ
るよりも露光時のノイズレベルが高いままで解像度を２倍に
上げるほうがはるかに簡単だ。
通常のスキャナが4.5ミクロンまたは2.5ミクロンサイズのCCD
を使っているのに対して、ImageAccess社のスキャナは約
10ミクロンのCCDを使っている。有効なスキャン幅は75㎜だ。
レンズはリプログラフィック用途を満たす品質で直径が75㎜
より長いレンズを使用している。

スキャナ技術に関する考察
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圧縮と損失

広く信じられている俗説に、「JPEG圧縮は画像の品質が悪く、
細部が失われる」という話がある。残念ながら、これはホス
トPCで圧縮を行うほとんどのスキャナで当てはまる。
ImageAccess社のスキャナはスキャナ内部でこの圧縮処
理を行うことで、ノイズの抑制とJPEG圧縮による画像の劣
化の最も良い妥協点を得るための設定を調整することができ
る。その結果、緩やかに圧縮されたJPEGファイル（1：10 - 1：
25）では非圧縮のTIFFと同じくらいの品質でJPEG圧縮によ
る画像の劣化もなく、さらにノイズも大幅に減少することが
できる。専門的な説明になるが以下の説明によって、その下
の図が理解できる。

・�全ての光学システムには解像限界がある（ＭＴＦ：伝達関数）。

・�ＭＴＦの上にある領域を圧縮するとノイズが発生し、コンテン
ツは追加されない。

・ＭＴＦの下の領域を破棄すると、高周波の詳細が削減される。

・�カスタマイズされたＪＰＥＧパラメータセットは、より詳細な情
報を保持する。

・�当社のスキャナは、カメラの特性に合わせて高度に最適化さ
れたＪＰＥＧ圧縮エンジンを備えている。

ImageAccess社のスキャナは、カメラの動作の詳細な知
識を活用した圧縮エンジンをスキャナに組み込んでいる。こ
の方法は、データサイズを犠牲にすることなく、より優れた
品質の出力を生成することに加えて、はるかに高速であり、
スキャン速度を向上させる。

ピクセル数の競争

ピクセル数が多ければよい、数字が大きいことが重要だ。
これがいつも正しいとは限らない。事実、あるスキャナベン
ダーは同時に使うことのできないピクセル数も一緒に加えて
ピクセル数としている。ただ数値を大きく見せるために。
この誤解を大判スキャナベンダーによく知られた例で説明
する。大判スキャナではよく7500ピクセルの二つのCCDが
使用されている。カラーCCDはその上面に赤、緑、青のカ
ラーフィルターのCCD素子が３列に並んで構成されている。
それぞれはスキャン時に３列の7500ピクセルのCCDによっ
て露光されるが、各CCDは段に並んでいるので少しずつ時
間が変わる。３列のCCDの異なったシグナルはその後シフ
トされて正しいRGBのピクセルにされる。また7500×3＝
22500ピクセルで処理していると言っているが、実際には一
つのピクセルにRGBの値を持つので、処理の総ピクセル数
は7500ピクセルと言うべきだ。

幾つかのCCDのベンダーはカラーフィルターを持たない
４番目のピクセルの列がある。これはモノクロのスキャンに
使用される。４番目の列からの出力は３色を合成する代わり

にグレースケールのイメージを形成する。この追加
されたハードウェアは余分なものに見える。なぜな
ら、３原色だけでも同じ（またはもっと良い）結果
を得ることができるからだ。この理由はたった一つ、
グレースケールモードを高速化することができるか
らだ。もしも、カラーCCDからの赤、緑、青の３
色の信号をグレースケール信号に変換するイメージ
処理をハードウェアで行うとスキャニング速度がと
ても遅くなるのだ。
あるカメラはカラーモードで22500ピクセル、グ
レースケールモードで7500ピクセルをそれぞれ
持っている。ラージフォーマットスキャナのベン
ダーのマーケティング部門は、実際には同時に使わ
れることがないことをよく知っているにもかかわら

赤色を読み取る
ピクセル

緑色を読み取る
ピクセル
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ピクセル

グレースケール
スキャニング用に
追加された
ピクセル

 

30

40

50

60

70

80

90

100

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Scanner JPEG S2N-JPEG TIFF raw

伝
達
関
数
［％］

ノイズ

ノイズ

細かい部分の喪失

解像度［dpi］



月刊 IM  2017-4月号 19

ず30000ピクセルあると説明する。スキャナを購入する際に
はこの小さなマーケティングのトリックに気づいてこの数値
について質問するべきだ。最終的に重要なのは品質、本当の
光学解像度、そしてスキャニング速度だからだ。
ImageAccess社のスキャナはカラーでも二値でも同じス
キャン速度である。二値スキャンの速度を上げるために４番
目のCCDの列を使う必要はなく、また全てのスキャナは
RGBのスキャンから補修によるコンバートをしてグレース
ケールスキャンをしている。もし４番目のCCDを使用してい
れば、不可能なことだ。
１列のCCDだけをグレースケールに使用した時には品質
の違いも起こる。モノクロームCCDエレメントの異なる色
に対する応答性は人間の目の応答性と著しく異なる。
赤、緑、そして青の各チャネルがあると、ホワイトバラン
スは各チャネルに対応して調整され、この調整後に基準ター
ゲットによって白が決定される。光学システムを含めた全シ
ステムで行われる処理は人間の目の知覚にとても似ているた
め、正確で鮮明な色の結果がもたらされる。
実際の人間の視覚は赤、緑、青を認識している。グ
レースケールのイメージを作成するときもグレース
ケール専用のセンサーを使うのではなくて赤、緑、青
カラーイメージからグレースケールイメージを作成し
たほうが人の視覚のプロセスに近いグレースケールイ
メージを作成できる。グレースケールであっても色の
要素が必要であることはCIE（国際照明委員会）によっ
て標準化されている。これは写真、TV映像、そして
印刷のプロセスにも使用されている。
もしもスキャンがモノクロームセンサーのみで行わ
れた場合、このバランスは働かない。したがって各色
の表現は、CCDチップの反応、照明の影響による特

定の色温度、その他の要素に大きく依存する。出力
されたグレースケールのイメージは原稿に比べて、
ある色の部分がとても暗かったり、別の色の部分が
とても明るかったりする。
ImageAccess社のスキャナは出力が２値でもグ
レースケールでも最もよい品質を得るために常にカ
ラーでスキャンされる。

スキャナの接続方法

下の図を見てもらえばUSB、Firewire、旧式な
技術であるSCSI等に関する接続性と速度制限の答えが分か
る。最近、ほとんどすべてのプリンターやその他の機器が
ネットワークで接続できるのに、高価な大判スキャナをギガ
ビットネットワークを使って接続しない理由は考えられない
ことだ。ギガビットEthernetで、PCとスキャナを接続する
ことは、世界中探しても最も安く、簡単で、高速なデータ転
送ができる方法だ。何よりもほとんどのユーザーはIPアドレ
スのアサイン、サブネットマスクの設定方法を知っているし、
またはネットワークの管理は通常の業務で行っている。
他にスキャナとの接続で、USBケーブルを使用した場合、
２m以上も長くすると問題が起きやすいため、PCをスキャ
ナのすぐ横に置いてUSBポートと最短にするように言われ
ているということを聞いている。しかし我々が独自に決めた
ネットワークケーブル長の限界は長く、30ｍもある。
ImageAccess社のスキャナはギガビットネットワークで
接続でき、イントラネットやインフラネットを通してどんな
ブラウザからでも操作できる。マルチソリューションでネッ
トワークプリンターにPCを経由させなくてもコピーができる。
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文書情報管理士検定2017年冬試験は、2016年12月20日～
2017年２月10日の間実施、２月17日に検定試験委員会にて
合格者の認定を行いました。今回の試験に合格された皆様に
心からお祝いを申し上げるとともに、文書情報管理士として
活躍されることを期待しています。

文書情報管理士検定試験は2016年冬試験からCBT（Computer 
Based Testing：コンピュータを利用したテスト）方式となり、
今までに３回の試験を実施してきました。従来の紙（マーク
シート）試験方式からCBT方式への移行により受験者には
次のような利便性が図れるようになりました。

　１．全国各地に広がる受験会場
　　 　東京、大阪、名古屋等の主要７都市のみの開催から、

全国各地で受験することができるようになりました。
受験会場数もCBT開始時の160 ヵ所から190 ヵ所と増
えました。現在も全国各地で受験会場数が拡大してお
り、受験会場へのアクセスがますます便利になってい
ます。

　２．選択可能な受験日
　　 　全国一斉同日の試験から、約一ヵ月半の期間中に受

験者の都合に合わせて試験日、試験時間を決めること
ができるようになりました。

　３．合否の即時通知
　　 　受験後約１ヵ月かかっていた試験結果が、試験終了

後即時にわかるようになりました。これにより、早い
段階で次の学習のステップの準備ができるようになり
ました。さらに、試験問題の分野別正答率の確認がで
き、自己の強み、弱みを把握できるようになりました。

　CBT化を機に、上級試験受験資格を変更しました。従来
では、１級、２級の資格を持たなくてもCompTIA CDIA+
の資格があれば、上級を受験することができました。しかし
文書情報管理士に必要な知識を確実に身につけてもらえるよ
うステップアップしていただき、１級資格を持っていること
を条件としました。そのためCompTIA CDIA+試験で行っ
ていたプロジェクトマネジメント分野の知識の試験を上級試

験の一部として取り込むことにしました。これにより、１級
資格の方はCompTIA CDIA+の試験を受けることなく上級
を受験することができるようになりました。

図１は、過去６回（紙試験方式３回、CBT方式３回）の
受験者数の推移を示しています。今回の受験者数は２級274
名、１級127名、上級77名でした。紙試験方式では、夏（８
月）試験は受験者が多く、冬（２月）試験は少なくなるとい
う傾向がありましたが、今回の冬試験では2017年夏試験と
ほぼ同数、2015年２月の冬試験より多い受験者数となりま
した。全国各地で受験が可能となったことにより、秋田、山
形、群馬、栃木、新潟、長野、石川、福井、鹿児島など、こ
れまで長距離移動や宿泊が必要とされていた地域からの受験
者が多くなったことに加えて、団体受験者数が増加したこと
が反映されています。

2016年冬試験は、初めてのCBT方式試験という事で馴染
みがなかったせいか受験者の減少が見られましたが、その後
は少しずつ増えてきました。級別に受験者を見てみますと、
CBT方式になって上級受験者数が３～５倍と大幅に増加し
ています。これは、１級資格者が上級にチャレンジしやすく
なった制度変更の効果であると考えられます。

文書情報管理士検定
３回のCBT方式試験を終了して

文書情報管理士検定試験委員会 委員長　遠
えん どう
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合格率の推移を図２に示します。今回の合格率は２級72％、
１級71％、上級40％でした。上級では、夏（８月）試験は
合格率が高く、冬（２月）試験は低いという傾向はCBT方
式となっても変化がありませんでした。上級のプロジェクト
マネジメント分野出題による影響が心配されましたが、合格
率が大きく落ち込む傾向もなく大きな変化は見られませんで
した。同じく１、２級でも大きな変化は見られないため、試
験方式の変更による影響はないと考えています。

受験者の正答率の分布を図３に示します。１、２級ともに
70 ～ 80％の正答率をピークとして裾野が広がっていく分布
となっています。平均点も１級75.4点、２級72.1点という結
果となりました。上級では50％台と70％台のピークがあり、
これは、しっかりと学習できている者とそうでない者に受験
者が二分されていることを示していると考えています。上級
試験では、１、２級と異なりプロジェクトマネジメント分野
の学習が必要です。１、２級と同様の試験範囲もありますが、
複数選択問題や深く理解していることが要求される問題など
があり難易度が上がっていますので、確実に参考書の内容を

理解する学習を行ってください。
また、問題毎の正答率では、２級は「セキュリティ」「e-

文書法」、１級は「マイクロ写真」、上級は「マイクロ写真」
「プロジェクトマネジメント」分野で正答率が25％に満たな
い問題がありました。いずれの分野も文書情報管理士として
必要な知識です。問題は各分野から万遍なく出されますので、
合格を目指すためには苦手分野を出さないよう漏れなく学習
していただきたいと思います。 

CBT方式に変更したことにより、各級の平均点、最高／
最低点数、標準偏差などの統計データを容易に抽出すること
ができるようになりました。その他にも、問題毎の正答率や
解答時間、試験時間、各受験者の受験日などの情報も得るこ
とができます。解答時間２秒で正解している問題や３分以上
かけても間違う問題があることがわかります。これらの情報
は、試験問題の質、試験制度をより良くしていくための基礎
データとして活用していきたいと考えています。

試験期間中、いつ受験したかを示す分布を図４に示しま
す。過去２回のCBT方式試験でも同じでしたが、試験期間
の最終週に受験が集中しています。最終週に受験することは、
学習するための時間を多く取ることができることがメリット
となりますが、急な仕事や体調不良、交通機関の問題、台風
などの天候不順等で受験できなくなるリスクを伴います。受
験予約の変更は、申込み期間中、受験日の３日前まで可能と
なっていますが、試験期間を延長することはできません（天
候悪化や自然災害による場合を除く）。日程に余裕を持って
予約することをお勧めします。

今回２級、１級に合格された方は、是非とも上位資格取
得に向けて自己研鑽してください。上位級を目指した学習に
より、文書情報マネジメントの理解が深まるとともに実際の
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詳しくはJIIMAホームページ　http://www.jiima.or.jp　文書情報管理士をご覧ください。

業務に役立てることができるはずです。特に、上級で学習す
るプロジェクトマネジメント分野の知識は、さまざまな業務
に活用、応用することができ、効率的・効果的に業務を進め
られます。上級に合格された方は、これまで得た知識を是非、
業務に活かしていただきたいと思います。

今後も、文書情報管理に関する知識、技術、法制度、標
準化の内容は刻々と変化していきます。常に新しい情報を
キャッチアップできるよう継続的な学習を続けていただきたい
と思います。教科書以外にもJIIMAが発行する「月刊IM」
を閲覧して知識を得ることもそのうちの一つとして活用して
いただけます。

惜しくも不合格となった方は、「試験結果レポート」を見
直して弱点への強化に努めて再チャレンジしてください。合
格をより確実にしていくために受験対策セミナーに参加する
ことを強くお勧めします。受験対策セミナーでは、文書情報
管理士として覚えなければならない重要な項目や必要な知識
の中から特に受験のために重要な部分を中心に解説をしてい
ます。

文書情報管理士試験では、団体受験制度があります。同一
の事業所で30名以上受験される場合、事前の申し込みによ
り、受験料が20％割引されます。多くの文書情報管理士を育
成することにより、文書情報に対する管理、セキュリティ、
コンプライアンスに対する事業所全体のスキルアップ、さら
にはビジネス成長につながるものと考えています。月刊IM 

2016年12月号には、文書管理戦略として資格取得に取り組
んでいる企業の例が掲載されていますのでご覧ください。

次回の2017年夏試験からは、参考書の「新しい文書情報
マネジメントの基礎と応用」「Document Management標
準化ガイドブック」が新しくなります。「新しい文書情報マ
ネジメントの基礎と応用」は、今の文書情報管理士に必要な
知識、スキルに合った見直しはもちろん、上級用参考書とし
て別冊だった「文書情報管理士テキスト［上級編］」と統合す
ることにしました。これにより２級から上級までの試験範囲
がカバーされます。最新の技術、法規の要素を取り込んでよ
り実践に役に立つ参考書として刊行します。「Document 
Management標準化ガイドブック」は2017年版として最新
の情報が掲載されます。新しい参考書の採用により、試験問
題も最新の知識が習得できているかを確認できるように対応
していきます。

さらにJIIMAでは、文書情報マネジメントを経営的な視
点で考えられる文書情報マネージャーの認定講座を実施して
います。試験による文書情報管理士とは異なるセミナー方式
ですが、数多くの実践経験を積まれた弁護士や講師を交えて
実例に基づいた講義やワークショップ等を行い、実務に直結
した文書情報マネジメントの学習ができます。文書情報管理
士で得た知識をもって文書情報マネージャー資格を得ること
で、より広く、深い視点からの文書情報マネジメントを理解
することができるとともに、コンサルティング力の向上に役
立てることができます。ぜひチャレンジしてみてください。

受験申し込み期間	
	６月20日～８月15日
団体・学割向けチケット販売期間	
	５月 １日～７月20日

７月20日	～	８月31日
	試験会場：全国約190ヵ所
　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　（2017年１月現在）

受験対策セミナー　申し込みは５月初旬から
	東京　2017年６月23日（金）～24日（土）　　大阪　2017年７月７日（金）～８日（土）

文 書 情 報 管 理 士   2017年 夏試験
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広報委員　東京外国語大学は大変歴史のある大学なのですね。
文書館　本学は、明治６（1873）年に明治政府によって建
学された東京外国語学校を前身としています。2023年には
建学150周年を迎える大学です。
広報委員　学内で文書館を設置されたのはどういった経緯か
らでしょうか。
文書館　公文書管理法施行を前に、国立大学法人である本学
も大学の公文書をどのように管理するか、その体制を考えた
方がいいのではないかと考え、当時本学に非常勤講師として
きていただいていた安藤正人先生（歴史学者・学習院大学教
授）にご相談して、学長や理事に公文書管理についてレク
チャーをしていただきました。当時の亀山学長は、大学のプ
レゼンス向上のために歴史ある大学であることを知らせる展
示をしてほしいと希望されていましたが、なかなか公文書管
理と一体となった文書館構想の実現には道のりが遠いという
印象でした。その後、当時の立石副学長（現大学長）ととも
に津田塾女子大学（津田梅子資料室）を視察させていただく
などしながら、本学に見合った大学文書館構想を関係する教
員でも話合い、2011年から大学文書館設置準備委員会が立
ち上がりました。他方で、卒業生の同窓会組織である東京外
語会から資金を含む援助をいただき、学内の諸機関の協力も
得て、図書館一階に文書館の展示施設を開設し、2012年４
月に大学文書館を開館するに至りました。こうした一連の経
過の中で、中心的役割を担ってくれたのが、安藤先生の授業

から刺激を得て、イラン近代史からアーカイブズ学に転向し
た倉方慶明研究員でした。
広報委員　そして次のステップが「国立公文書館等指定」に
なるわけですね。
文書館　公文書管理法によって国立公文書館に移管されると、
見たいときに大学の文書が閲覧できないなどといったことを
聞いたことがありました。そこで準備委員会の教員と本学の
総務企画課長が指定を受けている京都大学を視察しました。
ネックになったのは、やはり書庫設備や職員の雇用などにお
金がかかることの懸念です。文書館としての機能は必要だが
身の丈にあったもので、国立公文書館等に指定されることな
どは、本大学にはふさわしくないなどの意見もありました。
広報委員　国立公文書館等として認定を受けるには内閣府の
調査などありますが、どうでしたか。

「国立公文書館等」に指定された
　　東京外国語大学文書館

JIIMA広報委員会　委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第20弾

　国立大学法人東京外国語大学は、調

布飛行場に隣接する地にある。建学の

年から144年の歴史と伝統をもち、国

際的な学術拠点として機能している。

この大学の資料を管理する文書館を訪

問し、吉田ゆり子館長と倉方慶明研究

員にお話を伺った。

国立公文書館指定に尽力した倉方研究員（左）と吉田館長（右）
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文書館　一度内閣府に聞いてみようと思い、相談しました。
そこで2015年３月に内閣府の事前視察が実施されました。
その際、大学の文書は独自機関で管理するのが理想だとした
考えが内閣府にあるように感じられました。実際、各地の大
学などからすべて国立公文書館に移管されたら国立公文書館
の保管スペースに限界が出るように思います。
　結果、当初考えていたよりもハードルは高くないこと、設
備などにお金もかからないことがわかりました。その後委員
会で論議し、１年間かけて指定を受けるための整備を大学側
に働きかけました。幸いにも内閣府からは好意的な指導をい
ただき、2016年４月に「国立公文書館等指定」に至りました。
日本における最少規模の大学での指定は今後のモデルケース
になるのではないかと思われます。
広報委員　指定を受けるまでの期間が約１年ととても早い
ピッチでしたね。
文書館　研究員が学内、内閣府との調整など気配りして進め
てくれました。
広報委員　保存スペースなどハード面での環境整備はいかが
ですか。
文書館　研究講義棟にある収蔵庫は元来窓のない部屋で、中
には給配水管がむき出しの部屋もあります。地震などによる
管の破裂など水害も心配され、指導を受けました。一方、気
にしていた湿温度の環境に問題はありませんでしたし、害虫
駆逐設備も必ずしも絶対条件でないこともわかりました。
広報委員　今後、スペースの確保はできそうですか。

文書館　学内を探すと意外とスペースがあるものです。また
整理すれば利用できる場所もあるようで、そうしたスペース
の確保を進めていければと考えております。
広報委員　大学編さん事業が終了されたと聞きましたが、そ
の当時収集された資料はどこに保存されていましたか。
文書館　1996年に百年史編さん委員会が発足し、学内資料
収集を開始しました。1999年に大学史及び資料編３冊を出
版し、その後取集した資料は倉庫に保存されたままの状態で
した。実は2000年に府中へ移転した時に文書を整理したこ
とがあり、古い文書類は廃棄したようでしたが、歴史編さん
に必要な資料は別に保存していました。
広報委員　学内で発生する教授会資料や議事録などの文書は
どうされていましたか。

文書館　各課で保管はされていましたが、実際
には保存期限が到来してもそのまま保存された
状況でした。公文書館等の指定を受けた後、再
度すべての保管庫を調査し、管理簿との照合を
行い、確実なファイリングや評価・選別に取り組ん
でいます。現在、2015年度の廃棄予定文書を対象
に、他大学の選別基準を参考にして本学の特徴あ
る文書を残すように進めています。
広報委員　通訳ボランティアをされた際、東京オ
リンピックの記録を収集されたと聞きましたが？
文書館　2014年に東京オリンピック50周年に合わ
せ、OBの方へ東京五輪の学生通訳に関する聞き
取りや関連資料収集を呼び掛け、企画展を開催
しました。また冬季五輪の長野、北海道でのオ
リンピック通訳の聞き取り調査も行っています。書庫。当面は保存に不自由はない

1999年に刊行した「東京外国語大学史」
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そうした収集・展示は毎年度テーマを変え実施しており、学
内で展示を行った時には、教職員方々から「そういえば古い
文書がある」など声をかけていただいています。
広報委員　話は変わりますが、武蔵国府のあった府中市は歴
史・文化遺産も多く、歴史のある街です。行政との連携は。
文書館　以前、学内文書の燻蒸のことで府中市に伺いました。
当時、府中市は50年ぶりに市史編さん事業に取り込むこと
になり、それが縁で編さん委員になりました。現在、府中市
の行政文書を整理する受託事業を本学が学生の協力を得て行
い、また逆に学芸員の方に府中市の文化財歴史の授業をお願
いするなど文書館を核にして地域連携を進めています。府中
市は大学との連携に積極的です。
広報委員　国立公文書館等指定されたことだけでなく、地域
と積極的に連携する文書館の全国なモデルなればいいですね。

その意味では見学も多いのでは？
文書館　おかげさまで多くなりました。規模の小さい大学で
も国立公文書館等指定を受けられるという理由のようです。
広報委員　最後にこれからの抱負を聞かせて下さい。
文書館　一つ目は150年を迎えるので大学史編さんと併せて
歴史公文書の収集・整理保存・活用に取り組みたいです。本
校は国立大学系で唯一の外国語大学です。日本外交政策に
伴って扱う言語も増え、また違う形に改編されたこともあり
ました。その意味で特色ある歴史公文書の収集・整理保存・
活用ができようにしていきたいのです。二つ目は公文書管理
において情報公開を進めつつ、事務の方々と協力して公文書
を整備していこうと考えています。三つ目は普及啓発活動で
す。地域とも連携しながら、また文書館ネットワーク構想も
考え、進めていきたいです。
広報委員　今後は保存・活用のためにも歴史的公文書のデジ
タル化にも取り組んでください。本日はありがとうございま
した。

公文書管理シリーズ　第20弾 東京外国語大学文書館

東京外国語大学文書館
http://www.tufs.ac.jp/common/archives/
〒183-8534　東京都府中市朝日町3-11-1（研究講義棟６階600室）
開　　　館：2012年４月（2016年４月より国立公文書館等指定を受ける）
施　　　設：�216㎡（事務室兼閲覧室34㎡、収蔵庫92㎡、展示会場90㎡）
所�蔵�文�書：�25,000点以上
関�連�規�則：�国立大学法人東京外国語大学文書館規程、同利用等規程、
　　　　　　同特定歴史公文書等利用細則
開�館�時�間：�午前10時～午後４時（12時～1時閉室）、土日祝・年末年始・調査日�休
交�通�案�内：�西武多摩川線・多磨駅下車�徒歩５分、
　　　　　　京王電鉄・飛田給駅からバス10分

2013年に刊行した
歴史紹介DVD
「東京外国語大学の歩み」

公文書管理法の対象となる独立行政法人等は202法人あるといわ

れ、そのうち国立大学は86法人である。国立公文書館等の指定をう

けた大学は少なく、東京外国語大学は10番目に指定を受けた大学

だ。通常、この指定がない国立大学法人は国立公文書館に移管また

は廃棄の処置（公文書管法第５条５項）をしなければならない。し

かしながら、移管実績があるのは５法人だけだという（「施行後5年

見直しに関する共同提言書」2015年７月）。現在ではもっと増えて

いるかもしれないが、たとえば遠く離れた大学が東京または筑波の

国立公文書館に移管しても、再利用の不便性は明らかで、現実的で

はない気がする。

既設の設備でも基準をクリアし指定を受けられた東京外国語大学

の取組みは、移管先の拡充を目指したい内閣府の意向にも沿うもの

であったとも考えらえる。わずか１年で指定を得た背景には倉方研

究員の尽力も見逃せない。

大学法人には調査・研究を積み重ねた特色ある大学史を編さん・

公開する歴史資料室と事務系公文書を対象とし公文書管理法に準拠

する文書管理室の二室体制があるようだが、東京外国語大学では規

模と効率を考え、一室体制を採用している。国立公文書館等指定を

受けたことは、保存期間満了後の評価・選別、保存・公開する仕組

みが確立したということだが、学内研究者の思い入れのある歴史文

書と学内事務組織で発生する公文書の管理範囲が広がり、指定から

まだ１年足らずで、やるべきことは山積しているという。

文書管理規程に基づき、ファイリングシステムを確立させ、文書

の最終着地点に文書館があることを理解している職員が多ければ成

果のスピードは早いだろう。「保管」と「保存」の違いを理解し、単

年度ごとにファイリングする基本を理解してもらえれば幸いである。

余談であるが、学生が府中市の行政文書の整備に協力していると

いう話は、政府のアーキビストの公的資格制度の施策に連動し、将

来専門職をめざす一歩にならないだろうか。ここで育成された学生

が全国に派遣されれば国立公文書館等指定大学はさらに増えるだろ

う。「小規模大学」であっても、さまざまな連携で培われる東京外国

語大学文書館は大学における文書館の好事例である。

インタビューを終えて
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東京外国語大学文書館

東京外国語大学文書館では2014年、オリン

ピック東京大会から50年の節目の年に「オリ

ンピック学生通訳調査事業」を実施しました。

1964年の東京大会はアジア初のオリンピック

であり、「言葉の問題」は重要な課題の一つと

されました。大会組織委員会は、その対策とし

て大学生を通訳として養成する「学生通訳養成」

を実施し、多くの東京外国語大学の学生が通訳

として競技場・選手村などで活躍しました。

本資料群は調査事業の過程で当時、通訳・競

技補助員として活躍した卒業生から寄贈された

アルバム、写真、制服など（資料の一部は複写）

で構成されています。通訳している場面や競技

場で活動している場面の写真など、各国から参

加した同年代の選手たちとの間に生まれた国際

交流の様子が分かる資料群になっています。

■お宝文書投稿募集中！！　所蔵する貴重な文書・特長ある文書を貴館のご紹介と共に掲載します。ご連絡は編集部まで。

http://www.tufs.ac.jp/common/archives/index.html
〒183-5842 東京都府中市朝日町3-11-1（研究講義棟６階600 室）　TEL. 042-330-5842

　東京外国語大学文書館は、大学の過去そして現在の活動に
関する資料を収集・整理・保存し、学内外の方が資料を利用
できる環境の整備を目指し活動しています。附属図書館１階
に位置する文書館展示場では年間４回の企画展を開催すると
ともに、ホームページ上等においても資料紹介を中心とした
企画展を開催しています。また現在、府中市行政文書調査委
託事業を実施するなど大学　地域連携にも力を入れています。

◆ わが館の特長

◆ 所蔵品 紙文書関連 25,000点
写真・スライド・画像データ 文書総数に含む

東京外国語大学文書館所蔵
東京オリンピック学生通訳関係資料群

わが館の

外国人旅行者の通訳をする東京外国語大学学生を写した写真
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日本複写産業協同組合連合会（複写連）は複写サービスを
事業とする企業が連携し、事業発展のため地域の協同組合の
連合体として構成される全国的な組織である。文書管理がア
ナログからデジタルに移行してきたように、複写業界も単な
る複写サービスだけでなく情報加工を伴うドキュメントサー
ビスが要求される時代となった。私たちはこうしたサービス
の大きな変化に伴い、昨年名称を「日本ドキュメントサービ
ス協同組合連合会（DS連）」と改称した。青写真業・複写業
の50有余年の幕を閉じ、第三のステージが幕を開けたので
ある。

ここでは当協同組合が今後、新たな船出をするための指針
を紹介し、文書情報マネジメント業界にも深くかかわる複写
産業の将来を僭越ながら論述する。

ICT社会のさらなる進化

経営学者として有名なP.F.ドラッカーが唱える第４次情報

革命はweb・IoTの活用、そしてAI化・ロボット化の時代に
突入しようとしている。こうしたICT社会はさらに加速度を
増して進化し、その時代に私たちは生きている。既存産業は
激しい嵐に曝され、すべての企業において明日は未知となっ
た。この環境変化に適応できない企業・業界は淘汰されてい
くのだろうか……。

業界の歴史を遡ると、私たちは時代に適応してきたことを
知る。業界団体としては50年余りだが、事業は100年以上の
歴史を持つ。 

複写業務の減少

ここで複写とは何かを考えてみる。同一情報（コンテンツ）
を媒体（メディア）へと移動させる行為を複写という。紙原
稿を紙にコピーすることは複写業務の典型である。近年デジ
タル技術の進化によってコンテンツの移動伝達手段であるメ
ディアは多様化し、マルチメディアという言葉が生まれた。

第１世代：青写真業

全日本青写真工業連合会
1960～1985

「青写真」という商品で業界を定義

第２世代：複写業

日本複写産業協同組合連合会
1985～2016

「複写」という作業工程・手段で業界を定義

製本・折図

設計・製図

マイクロ・工業写真

複写（青写真）

印刷

機器販売

フィニッシュワーク

ＣＡＤ

ＧＩＳ

ＣＡＬＳ

電子文書管理

サイン・パネル

ＰＯＤ

オフセット印刷

複写

ＷＥＢ

ＤＴＰ

ソリューション

事務機販売

タイプ

第３世代の業界？

デジタル系新規業務

紙媒体系ほか既存業務

製本加工

測量・設計

ファイリング

陽画複写

軽印刷

ＯＡ機器販売

図形処理

画像処理

カラーコピー

電子ファイリング

完成図書

ＣＡＤ

スキャニング

ＰＰＣ

オフセット印刷

版下作製 ＤＴＰワープロ

技術の進化と多様化 ＜ジアゾからＰＰＣ＞＜モノクロからカラー＞＜アナログからデジタルへ＞ ＩＣＴ社会の出現

複写業からドキュメントサービス業へ
～新たなる地平に挑戦する「日本ドキュメントサービス協同組合連合会」の取組み～

日本ドキュメントサービス協同組合連合会
副会長　楠

くす

本
もと

 雅
まさ

一
かず

業界関連動向

図１　私たちは進化してきた
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そのため紙相互による同一メディア間の移動である複写の業
務量は大幅に減少した。環境の変化に適応すべく我々の業務
はデジタルデータの入力（スキャニング）・出力（プリント）
を中心としたものへと変化した。同じコンテンツを異なるメ
ディアに移動させる業務が増加してきた。

昨年３月、複写業の象徴であったジアゾ商品が終息した。
いよいよICT社会への適応を、経営者をはじめ地域を束ねる
協同組合、その集合である協同組合連合会が考える時が来た
と言える。

私たちの全国組織は、全青連、複写連と歴史を重ねて進化
し多くの仲間ができた。仲間と共に成長可能な業界へと継承
させていくことは私たちの使命である。

あらためて言うまでもなく、複写業という事業領域は業界
全体を養うためには小さくなりすぎた。業界を継承発展させ
るため、それが可能な事業領域を定義し直さなければならな
い。複写業によって培ってきた「技術や機能」を適応できる
新事業領域（ドメイン）を、不可視の暗黙知を含めて再定義し、

「新しい顧客を創造」する。「顧客の創造」なくして明日はあ
り得なく、「顧客の創造」のために新ドメインは必要である。

私たちの新事業領域（ドメイン）

しかし企業が考えるドメインと業界団体が定義するドメイ
ンとは異なることに注意が必要だ。

個別企業におけるドメインは企業の歴史や文化、経営者の
感性によりその表現の自由度は高いが、業界団体のドメイン
定義は多くの個別企業の共通事業を具体的表現で括らなけれ
ばならない。当然、現実的な表現となり理解しやすく、結果
として所属員を集約する力ともなる。

我々が考えるドメインについて、方法論と考慮すべき要件
を抽出する。

＜ドメインの決定＞
　⃝青写真業から複写業へと進化し現状に至る歴史を振り返る。
　⃝�現状調査（アンケートとヒアリング：現況・意識・意向）
の結果を業界に明示する。

　⃝歴史と現状から将来を展望し新ドメインの仮説を立てる。
　⃝�下記の事業要件を基本にして新ドメインの定義を決定
し、組織名称を検討する。

＜ドメインの要件＞
　◆所属員の経営に対する貢献度の高い事業
　◆所属員共通の事業
　◆成長が期待できる事業
　◆顧客業種・顧客数を拡大させることができる事業
　◆複写業で培った強みを生かすことができる事業
　◆新業界組織が賛助会員と共に支援できる事業

企業・業界の環境への適応は生存条件である。企業におい
ては、経営戦略としてドメイン定義が先行し、変革の指針と
なるものでなければならない。しかし一般的に業界団体では、
所属員の先行する事業領域を追認する形で、あるいは同時進
行形でドメインが決定される。

複写連調査によると、私たちの複写業務は減少するが、先
進的な所属員においてはデジタルデータを中心とする事業を
活発に展開している。さらに所属員の歴史や文化や技術など
の強みを基にしてドキュメント価値を高める事業へと拡大さ
せている。数度に及ぶ調査から、次代の事業領域として「ド
キュメントサービス業」を有力な仮説として導き出した。
＜Documentの価値＞

いま一度、ドキュメントを考える。
“Document”という言葉の語幹 “doc”はラテン語“docere

（to teach）”に発する。“docere”とは「教えること」とい
う意味である。本来的にドキュメントという言葉は、人に何
らかの情報を伝え何かを教えるという意味があった。情報を
持ち、その情報を伝えるという点においてドキュメントその
ものに機能的な価値がある。その情報によって人が動き、動
かされることによってさらに大きな価値を生むこととなる。
ここにドキュメントの真の価値が存在する。

私たちの業界から発した「青写真を描く」という言葉は、
大きな夢を実現するという新たな価値創造の第一歩を絶妙に
表現している。青写真はコンテンツ（情報）とメディア（媒体）
を有するという媒体価値的にも、また人に作用する力を有す
るという触発価値的にも、ドキュメントそのものであった。

複写とは同
質メディア
間のコンテ
ンツの移動
である。

異なるメディア間の同一コンテンツの移動

電子データ
（コンテンツ）

紙媒体
（メディア）

電子データか
ら紙メディア
へのコンテン
ツ の 移 動 は
Printである。

紙メディアか
ら電子データ
へのコンテン
ツ の移 動 は
Scanである。

Original

Copy

複写

図２　業務の変化
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私たち複写業は青写真業以来、ドキュメントを扱ってきた
業界である。業界の始まりには、モノで定義された「青写真
業」と呼ばれ、その後はプロセスで定義された「複写業」へ
とドメインは変遷していった。しかしその過程において深い
定義はされなかった。

だからこそこの機に、いまに適応するため、ドキュメント
価値を提供してきた複写業界の新時代のドメインの再定義が
必要なのである。
＜デジタル技術＞

情報伝達技術は20世紀中盤から大きな転換点を迎えた。デ
ジタル技術の出現である。私たちの関係するところでは、20
世紀の終盤までは主としてアナログ処理的にメディア（複写
物）は作られていたが、デジタル技術の進化により複写世界
に大きな変革が起こった。情報社会におけるデジタル革命の
出現である。さらにAI（人工知能）時代も視野に入った。

デジタル革命は印刷技術の発明に次ぐ第４次の情報革命で
ある。デジタル革命はまだ緒に就いたばかりである。しかし
ドラッカーは、現代の第４次情報革命は、まだ第３次情報革
命である印刷技術の発明による人類への影響ほどではないと
言っている。今後どのように人類に影響を与えるのだろうか、
誰も想像できない未知の世界が待っている。

過去のメディアの主流であった紙に頼る複写業界は変革を
余儀なくされた。

ドメインの定義

私たちの複写業をもう少し考える。
ドキュメントを複製してきた複写技術は大量生産には不向

きであるが、逆に必要な部数、必要な部分、必要な時に応じ
てそれらを提供できるという特性がある。それが結果として
現代のＩＣＴ時代では常識となった「オンデマンド文化」に
合流する。この特性は複写文化が現代社会に価値を提供し適
応できることを表す。前述の業界文化が根付く「不可視の価
値（暗黙知）」である。

これからはドキュメントに関するモノとコトが往還する事
業領域をドキュメントサービス業と定義する。 

業界における主たる取り扱い対象を電子データ＋紙媒体を
中心とするドキュメントとし、これらドキュメントを提供す
る、あるいは価値を高める物的人的業務を総じてサービスと
呼び、その事業領域を「ドキュメントサービス」と定義する。

これからの業界は、デジタルデータを事業の中心におき、
その前後の工程、すなわちスキャニングなどの電子媒体化、

プリントなどの紙媒体化を業務の主軸とする。デザイン、
DTP、電子文書管理、製本、保管、配送など、業務に関連
する前後の工程である付帯業務も含めドキュメントサービス
とする。

サービスという言葉を捉えて解釈すると「モノからコト」
へと業界が変化するように見える。多くの中小企業はモノの
ビジネスで生業を成り立たせるが、コトによりモノへと誘導
しない限りモノのコモディティ化は価格競争をもたらし企業
を衰退させる。コトとモノが活発に行き交う「コトとモノ、
モノとコトの往還ビジネス」が重要である。コトができる企
業を支援するため、私たちは賛助会員と連携する。

イノベーションを触発する

業界の始まりからいまを俯瞰し新ドメインを定義した。ド
メインは所属員の成長可能領域を示すものであり、未来への
可能性を表出するものである。しかし私たちの原点である図
面を中心とした事業、図面顧客に集中する事業などの現状業
務を否定するものではない。図面系ドキュメントの入力・出力・
複写・製本等の全工程を一社・単独業界で処理できるのは私
たちの業界だけである。図面の作成・伝達・記録方法が変化
しても、図面のコンテンツ価値は普遍である。図面メディア
の変化に適応すれば図面事業も成長の可能性は大いにある。

もちろん図面を持たない顧客もたくさんある。ドキュメン
トサービスの視点から新ドメインを広く定義し、これまでの
延長上に成長可能領域を具現化していくべきなのである。
「ドキュメントサービス業」という領域には開放的な明日へ
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この度、平成28年度秋の受勲に際しましては、はからずも「旭
日小綬章」受章の栄誉に浴しました。

身に余る光栄と感謝し、心の引き締まる思いでございます。
顧みますと50年以上に亘り、この道一筋に歩み続けて、栄えあ

る今日を迎えることができましたのはひとえに国、地域行政当局と
業界関係諸団体の皆様の温かいご指導ご支援によることは勿論であ
りますが、何よりも業界の先輩諸氏並びに組合員の皆様や賛助会員
の皆様や得意先の皆様、そして弊社の役員、社員に支えられて、永
年にわたり、業界の役員を努めてこられた結果と、深く感謝の意を
表すところでございます。

これからは、この栄誉に恥じることのないようさらに精神を重ね
微力ながら業界発展と社会の発展に尽くして参る所存でございます
ので、今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

複写業界と私

私が日本複写産業協同組合連合会の活動に参加したきっかけは、

平成５年頃に当社（株式会社サンコー）の社長から、現在業界で行っ
ている技能審査認定制度準備委員になっているが実践が伴わないの
で代理で出席するように、と言われて参加したことが初めてでした。

複写連の活動では、コンサルタント等に指導いただきながら事
務局長とコンビで当時の理事長も一緒に労働省（現在の厚生労働省）
通いをした事が思い出されます。「複写加工士」という技能認定を
なかなか理解いただくことができず、大変苦労をしましたが、理事
長をはじめとした委員の皆様の熱意により平成８年に複写加工士制
度の労働大臣認定を得ることができ、関係者一同で喜んだ記憶がよ
みがえってきます。

問題作成副委員長や委員長を経て、複写加工技能審査委員会委
員長も務め、甲斐あって資格認定１級２級あわせ1,239名の資格者

（平成８～ 16年度）を育成することが出来ました。その後も「ドキュ
メントマスター検定制度」を立ち上げるなどし、今は「PODｅラー
ニングシステム」として業界に活用されております。

また青年部設立も深い思い出です。それまで、近畿と九州にしか

の可能性が見える。業界全体でドメインを共有し、具体的事
業によっていまに適応しなければならない。新ドメインを言
葉遊びにしないために、個々の所属員が自社の経営資源や市
場特性によって具体的な戦略・戦術を構築できるよう、支援
するのが日本ドキュメントサービス協同組合連合会（DS連）
の使命である。

顧客の創造と次代のプラットホーム

ドメイン定義の変更によって、見えなかった顧客が見え始
める。顧客が見え、意識することは「顧客の創造」の第一歩
である。自社のコアコンピタンス、提供できる機能、それら
によって生じる顧客にとっての価値。これらの戦略的思考に
より企業のイノベーションが始まり、新たな「顧客の創造」
へと定着していく。

ドメイン定義変更の目的は「経営の継続」である。顧客を

創造し続け、顧客に価値が提供できれば利益はおのずと生じ
る。そしてドメイン再定義の第一の目的は、現代に適応し経
営を継続するために「顧客を創造する」ことにある。継続こ
そ力なり。

我々業界団体は、それぞれのドメインをもつ仲間が集まり、
所属員の利益を代表し業界発展のために作られた。当業界も
名称は変更してきたが、根幹部分は戦後から変化せず現在に
至る。多くの業界も名称こそ変われど、団体の本質部分にお
いては保守的である。情報革命が進展するなか、業際化とい
う言葉が喧伝されたが最近ではあまり聞くことが少なくなっ
た。業際化が常態になったのだ。業界の壁は存在するがその
垣根は脆くなっているように思う。それぞれの業界を明確に
分けてきたドメイン境界が曖昧となり、まもなく混然とした
カオスの状態になるだろう。そして新しい業界は作り出され
る。この先、次代の人の中で業界横断的思考のできる人たち

旭日小綬章を受章して
　　複写業界に捧げる思い

元複写連会長 山田修三氏 旭日小綬章を受章

日本複写産業協同組合連合会 元会長
（JIIMA会員 株式会社サンコー 会長）　山
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が結集し、時代に適応した新組織を作
るだろう。

旧来の業界組織の価値観が変化する
かもわからない。特化した顧客の奪い
合いからは競争しか生まれないが、普
遍の顧客に対する時、自らの不足を補
うために仲間が必要となる。それは信
頼できる人たちが集まる業界組織にリ
ソースはある。そして創発しながら、
協創し新たな顧客を創造する場となる。

わが業界からの提案である「ドキュ
メントサービス業」は、次代の人達の
業界の苗床となることを祈念し、さら
に成長し新業界のプラットホームとな
ることを切願するものである。

なかった協同組合の青年部でしたが、複写業界の将来を担う青年部
の育成が理事会で決議され、青年部発足準備委員会が設立しました。
これに参加し、PRのため全国各地を巡って啓蒙活動を行い、平成
８年の設立総会（京都）には全国より150名を超える参加を迎える
ことができました。その時の盛り上がりと夜遅くまで皆さまと語り
合った情熱は今でも忘れることはできません。お陰さまで東京・名
古屋・四国・東北・北海道に青年部の組織が結成されました。その
ことがその後の教育、情報検定事業となり複写連主要事業の推進力
になりました。現在の代表理事、歴代理事会の主要構成員の大半が
青年部出身で構成されていることは、当時の理事会の皆様の先見性
が優れている証しであると改めて敬服しております。

その後、平成10年に北海道複写産業協同組合（現 情報創造事業
協同組合）の理事となり、これまでの経験を活かし、組合員の情報
処理能力開発強化のための教育研修事業を展開しました。雇用促進
事業団の協力を得て、組合従業員のための「能力開発セミナー」を
パソコンの基礎からプログラミングまでの「初級編」「中級編」「上
級編」で研修させ、186名の組合従業員に学習いただきました。こ
れらは今日の情報創造事業共同受注拡大に役立っているのではない
かと思っております。

複写業が全国的に悪化するなかにおいても、北海道複写産業協
同組合は昭和55年に取得した官公需適格組合としての性格を活か
し、官公需適格組合制度を活用した共同受注のあり方を説明し北海
道を行脚し続けました。結果、構成員は平成23年度には増加に転じ、
さらに私が理事長に就任してからは、複写加工サービスから情報処
理加工サービス事業への拡大を指導、その恩恵をあまねく道内の組
合員にもたらすべく、共同受注委員会の下に道内を東西南北にブ

ロック化した地域部会組織をつくりました。このような努力の結果、
平成17年度と27年度には、大型の案件を受注でき、図面作成他情
報処理加工業務の増大を図ることができました。

DS連の役割

このように私たちの全国組織は、全青連、複写連と歴史を重ね
てまいりました。相談役となった現在ですが、この組織が存在する
限り、仲間と共に成長できる業界へと変革させるのは使命であると
考えています。

ICT社会の到来、その地平の彼方は多くの人々にとって未知なも
のです。私たちは業界の存続をかけて未知への挑戦を行わなければ
なりません。

前頁で紹介されたとおり、名称を日本ドキュメントサービス協
同組合連合会（DS連）と変更したわが組織は、今こそ協同組合の
原点に立ち返り、各地の地域に必要とされるために何をすべきかを
考える必要があります。各地の組合を束ねる全国組織としての役割
も明確にし、現在組合の空白地域となっている地域での連合会対応
を考えていかなければなりません。名称変更を契機に、その意義と
思いを全国で語り合う機会を作ると同時に、新しい時代へ対応すべ
く研修会を賛助会員と連携して行えば、業界が一体となっているこ
とを内外にアピールすることができると思います。当面は複写連
パートナーがいる地域から始めていくことも大切ではないかと思っ
ております。

いずれにしましても空白地域との連携と次世代人材育成（青年部）
が急務であると思っております。今後の業界の隆盛を祈念しており
ます。

◇�本稿は近畿複写産業協同組合理事長でありJIIMA広報委員会担当の河村理事の依頼に
より寄稿させていただきました。この機会を与えていただき深く御礼を申し上げます。

　�末文とはなりますが、貴協会の益々の御活躍と御隆昌を御祈念申し上げます。

複写業からドキュメントサービス業へ

求心力

青写真
複写業
DS業

場の価値利の価値

力の価値

所属員・パートナーズ

日本ドキュメントサービス協同組合連合会

事業領域
＜ドキュメントサービス業＞

業界全体の革新運動（一例）

１．連合会名称の変更に伴う
　  ブランディング
２．地域連帯事業
３．全国調査事業
４．教育事業
５．賛助会員との連携
６．ISMSの啓発
７．協創の場としての業界組織
８．関連業界との連携　等



32 月刊 IM  2017-4月号

昨年12月、内閣官房より「『明治150年』関連施策の推進
について」が発表された。筆者は新聞等で知ったが、JIIMA
事務局も経済産業省より正式な通知をうけ、先月の月刊IM
誌上で紹介した。
政府は、平成30年（2018）が明治元年（1968）から起算して
満150年にあたることを機に近代国家を築いた歴史的遺産や
精神を未来につなげていきたいとするさまざまな事業を推進
したい考えだ。
下図「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」をみてもらい
たい。「文書、写真等の資料の整理、デジタル・アーカイブ化
の推進等」が挙げられている。これは歴史文書のデジタル化
に関連したIM業界のビジネスチャンスへの追い風になるの
ではないだろうか。

「明治150年」関連施策各府省庁連絡会議

この施策について「明治150年」関連施策各府省庁連絡会
議の議事録から簡単に経緯を紹介したい。
これは安倍首相が昨年10月６日に「『明治150年』関連施
策推進室の設置に関する規則」を決定したことに関連したも
のであった。そして内閣官房は「明治期の資料収集や記念行
事の支援策」などを検討することとなった。
11月４日に第１回各省府庁連絡会議が開催され、山内昌

之東京大学名誉教授が明治維新の歴史的意義と歴史的遺産、
女性・若者、外国人・国際交流、スポーツ関係の記念プロジェ
クトの例をレクチャーされた。まずは施策への明治期の認識
と情報共有を目的とした会議だったようだ。
12月１日には第２回各省府庁連絡会議が開催された。１回
目の内容を踏まえ、筒井清忠帝京大学文学部長が「明治150
年」を記念する意義などの説明を行った。その中でアーカイ
ブに関して「全国の産業遺産について、アーカイブの視点か
ら光を当て、関係する資料を整理していくと近代日本の姿が
見えてくるのではないか。また、地方のデジタル・アーカイブ
化の取組みには濃淡があるが、熱心なところをモデルにして、
横展開すると良いのではないか」などと考えを述べている。
今後、この施策が地方にまで展開すれば、明治期の資料収
集を契機に歴史的公文書の再整備や明治期の建設施設の再発
見に弾みがつくだろう。もちろん対象は記録文書だけでなく
産業遺産、建築物、美術など幅広い。特に各地域には明治期
に功績を遺した人が必ずいるもので、各自治体は今から調査
をするなど準備しておく必要がある。
そして12月26日に開かれた第３回各府省庁連絡会議では

「『明治150年』関連施策の推進について」が取りまとめられた。
明治以降の歩みを次世代に遺す施策として、「近代化の歩み
が記録された歴史的遺産を再認識し、後世に遺すとともに、
次世代にこれからの日本の在り方を考えてもらう契機となる

施策を推進する。例えば（中略）明治期
に関する文書、写真等の資料の収集・整理、
デジタル・アーカイブ化の推進などが考
えられる」とまとめられたのだ。具体的
な文言が書かれIM業界ビジネスへの期待
が膨らむ。今後の具体的な計画が明確にな
るのを注視したい。

デジタル・アーカイブズへの期待

これは政府系だけではなく、実現に向
けた交付金や補助金制度を含めた全国地
方自治体も取り組める施策であって欲し
い。地方自治体はこのような「明治150年」
の機会だからこそ予算化を要求し、財政
難を乗り越えてもらいたい。それによって、

JIIMA広報委員会　委員　長
なが

井
い
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つとむ

「明治150年」関連施策推進に寄せる期待

今後、各府省庁において、具体的な関連施策の実現に向けて積極的に取り組んでいく。併せて、広報などの充実を図りつつ、
地方公共団体や民間も含めて多様な取組が日本各地で推進されるよう、明治150年に向けた機運を高めていく。

■明治以降の歩みを次世代に遺す施策
明治期に関する文書、写真等の資料の収集・整理、デジタル・アーカイブ化の推進 等

■明治の精神に学び、更に飛躍する国へ向けた施策
日本の各地域ごとに、明治期に活躍した若者や女性、外国人を掘り起こして光を当てることにより再認識

するとともに、建築物の公開など、当時の技術や文化に関する遺産に触れる機会を充実すること 等

「明治150年」関連施策の推進について

基本的な考え方
※平成30年(2018年)は、明治改元が布告された明治元年(1868年)
から起算して満150年の年に当たる。

○ 明治以降、日本は近代化の歩みを進め、
国の基本的な形を築き上げた。

○ 明治以降の日本の歩みを改めて整理し、
未来に遺すことにより、次世代を担う若
者にこれからの日本の在り方を考えても
らう契機とする。

○ 明治期においては、能力本位の人材登用の下、若
者や女性が、外国人から学んだ知識を活かし、新た
な道を切り拓き、日本の良さや伝統を生かした技術
・文化を生み出した。

○ これらを知る機会を設け、明治期の人々のよりど
ころとなった精神を捉えることにより、日本の強み
を再認識し、現代に活かすことで、日本の更なる発
展を目指す基礎とする。

明治の精神に学び、更に飛躍する国へ明治以降の歩みを次世代に遺す

※「明治以降の歩み」…立憲政治・議会政治の導入
国際社会への対応
技術革新と産業化の推進
女性を含めた教育の充実 など

※「明治の精神」…機会の平等
チャレンジ精神
和魂洋才 など

第３回明治150年関連施策各省府庁連絡会議　配布資料
首相官邸ホームページから（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/dai3/siryou2.pdf）
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たとえば地域の歴史と共に明治期の資料や文書を、既に整備
済みの自治体はデジタル化と公開を、未整備であれば調査等
の具体策を講じることができる。
これまで筆者は多くの公文書館を取材した。明治期以降の
価値ある歴史的公文書はどの公文書館でも保存量は多い。た
とえば千葉県文書館では明治期に模範村といわれた旧源村役
場（現在の東金市、山武市）文書だけでも約45万コマのマイ
クロフィルムが保存されている。これだけの村役場の歴史公
文書が保存されているのは珍しく、貴重な研究資料となって
おり、デジタル・アーカイブ化は課題になっていることだろう。
この他千葉県文書館には明治12（1879）年の県達によって作
成された県内神社明細書（祭神、由緒など）、明治５（1872）
年以降の郡役所文書、明治21（1888）年以来の県報などが豊
富に保存され、千葉県民に歴史の学習資料を提供している。
群馬県中之条町にある博物館「ミュゼ」は明治18（1885）
年に建設された小学校だが、近年、博物館に衣替えした施設
だ。県指定文化財として外観だけでなく、内部の展示からも

明治の古き歴史を感じられる。「明治のレガシー」を象徴す
る施設である。古い既存の建物を活かしたこうした取組みも
見本となるだろう。
今回の政府発表は、このような貴重な明治期以降の歴史の
デジタル・アーカイブ化のみならず特色ある企画展などの構
想にもつながる。まさに歴史公文書や資料を見直すレガシー
総点検の機会だ。そのためには地方創生と連携させ、その予
算を明治150年イベントに投じることはできないだろうか。
今の日本を支えている明治の精神を再認識し、次世代にも
伝えることができる画期的なイベントが全国に展開されるこ
とを期待したい。そのためには資料整理からデジタル化技術
を有するJIIMA会員の協力が欠かせない。

■お問い合わせは
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8
Tel.03-5645-1561   FAX.03-5645-1563
sales@hatsucoh.co.jp
http://www.hatsucoh.co.jp

※信頼性と耐久性に優れた「静電容量方式（無接点）」を採用しました。
※キーの荷重が30gのため、指への負担が少なく疲れにくい設定です。

EM2015 プライベートクラウド・エントリーシステムは
QCD+Sで理想的な運用を実現します。
・・・・・品質の向上

・・・・・コストの削減

・・・・・納期の順守

・・・・・セキュリティの強化  

Q
C
D
S

JIS029キーボード
・・・・・品質の向上

・・・・・コストの削減

・・・・・納期の順守

・・・・・セキュリティの強化  ※信頼性と耐久性に優れた「静電容量方式（無接点）」を採用しました。
※キーの荷重が30gのため、指への負担が少なく疲れにくい設定です。

「明治150年」関連施策推進に寄せる期待

歴史と民俗の博物館「ミュゼ」（群馬県中之条町ホームページから）
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ユニバーサル・フィルムスキャナ
UScan+ ㈱マイクロテック

A3カラー複合機
imageRUNNER ADVANCE C3500シリーズ

キヤノン㈱
キヤノンマーケティングジャパン㈱

A4デジタルフルカラー複合機
RICOH MP C307シリーズ ㈱リコー

あらゆるフィルムに対応したフィルムス
キャナ。
■特長
◦ マイクロフィルム、オパック、35mmポジ、

ネガ、スライド等のさまざまなフィルム
に対応（最大読込範囲35mm×47mm）。

◦ 7.2kgの最軽量、A3サイズの設置面積
で、移動も設置も簡単。

◦ 独自の60（または105）倍レンズズー
ムでCOMや図面細部を高画質で拡大
表示。

◦ カメラが物理的に90度回転するため、
ハーフ撮影のマイクロフィルムも高解像

度で読み込み可能。
◦ マウス操作、タッチパネル操作の切り

替えが可能。業務に合わせた操作方法
が選択できる。

◦ USBポート標準装備。
◦ 編集機能ソフトウェア「Launch UScanplus」

でコントラスト、シャープネスなどの編
集も容易。

■価格（税別）
780,000円より
■お問い合わせ先
TEL 03-3798-5661（代）
https://www.microteknet.com

imageRUNNER ADVANCEのニューモ
デル。中規模オフィス向けA3カラー複合機。
■特長
◦ 連続複写速度20枚（C3520Fの場合）～

30枚（C3530/C3530Fの場合）/分
（A4ヨコ/カラー・モノクロとも）。

◦ 10.1型の大型タッチパネル上に自分の
アイコンを設置でき、押すだけでログイ
ンできる「シンプルログイン」機能、印
刷データを本体内に留め置き、ユーザー
が自分のアイコンを押さないと出力でき
ない「留め置き印刷」機能、表示言語や
初期表示画面などを個人ごとに設定で
きる「パーソナライズ」機能を標準装備。

◦ 色鮮やかでくっきりした高画質を提供。
シャープネスコントロールでエッジ表現
を改善。

◦ 無線LAN内臓によりLANケーブルなし
で設置可能。

◦ モバイル機器向けアプリケーション（別
売り）を利用し、無線LAN経由でモバ
イル機器からのデータ出力や、複合機
でスキャンしたデータのモバイル機器へ
の取り込みが可能。モバイル機器のアド
レス帳にある宛先にスキャンしたデータ
を送付することも可能。

◦ 別売りのフィニッシャーで針なし綴じや
中綴じが可能。

■価格（税別）
C3520F　 　 　 　 1,350,000円
C3530　 　 　  　 1,350,000円
C3530F　     　 1,650,000円
■お問い合わせ先
お客様相談センター
TEL050-555-90056
http://canon.jp/office-mfp

ディスクトップにも置けるコンパクトな複合機。 ■特長
◦ 本体サイズ幅498×高510×奥585mm
（C307SPの場合）とコンパクトな造
りで小規模オフィスに最適。

◦ コピー /プリント速度はカラー・モノク
ロとも30ページ/分（A4タテ・片面両
面とも）。

◦ 一度の搬送で両面の同時読取りが可能
な1パス両面原稿送りを標準装備。フル
カラー・モノクロとも片面40ページ/分、
両面80ページ/分の高速スキャンが可能

（A4タテ200/300dpi）。
◦ 10.1インチの大型フルカラータッチパ

ネルを採用。フリックやドラッグなどの

直感的な操作が可能。
◦ 操作パネルから業務効率に貢献する多

彩なアプリケーションがダウンロードで
き、利用が可能。

◦ インターネット経由で機器のリモート管
理を行う「@Remote」に対応。セキュ
アシステムを経由して、遠隔診断が受け
られる保守サービスも用意。

■価格（税別）
C307SP （FAX別売）　　 　528,000円
C307SPF　　　　　  　598,000円
■お問い合わせ先
リコーテクニカルセンター　TEL0120-892-111
http://jp.ricoh.com/C307SPF

C3530F

オプション装着時



月刊 IM  2017-4月号 35

scannerAD_4c_1019ol.pdf   1   16/10/19   15:59



36 月刊 IM  2017-4月号

長期保存用ディスク
JIS Ｘ6257公示

かねてより審議されてきた「長期デー
タ保存用光ディスクの品質判別方法及び
長期保存システムの運用方法--JIS Ｘ
6257」が２月20日公示された。

光ディスクの期待寿命推定、定期検査
のほかドライブとの組み合わせなど長期
保存システムとしての品質判定基準が示
されている。附属書に法令で保存が義務
付けられている文書例等が示されている。
購入は一般財団法人日本規格協会まで。
http://www.jsa.or.jp/

JIIMA 正しい国税関係書類の
スキャナ保存をレクチャー

公益社団法人日本文書情報マネジメ
ント協会（高橋通彦理事長）は３月２日、
国税関係書類の正しいスキャナ保存をし
ていただくための普及・啓発セミナーを
開催した（於：東京都・墨田区）。国税
庁からの注意喚起を促す目的で開催され
たもので、スキャナ保存の要件を満たす
ために企業がどのような体制をとるべき
か、またソフトウェアベンダーには要件
に合致したソフトを普及させてほしいと
呼びかけた。

平成27年度、28年度と、国税関係書
類のスキャナ保存要件が大幅に緩和され
たのは周知の通りだが、平成27年度の
改正後には、それまで年間25件程度の
申請しかなかったスキャナ保存申請が、
一挙に322件になるなど、急速にスキャ
ナ保存のニーズが高まった。そこで心配
されるのが要件を満たさないソフトの流
通だ。セミナーでは国税庁の山下和博課
税企画官を招き、規制緩和後に特に注意
すべき要件を再度お聞きするとともに、
ソフトウェア・サービスの選定時の留意

点について指導を受けた。山下企画官は、
電帳法を知らないと定期検査前に原本を
捨ててしまったり、要件を満たさないソ
フトを利用すれば、紙で持ち続けなけれ
ばならなくなるので、不明な点は近くの
税務署に相談してほしいと促した。

JIIMAが実施している「電帳法スキャ
ナ保存ソフト法的要件認証制度」ではす
でに10件以上のソフトウエアが認証さ
れ流通している。セミナーではベンダー
が認証を受けた自社ソフトの機能を紹介
したほか、認証制度の詳細が解説された。

ユーザー企業への運用の注意として
JIIMA法務委員会の甲斐荘博司委員長は、
電子化のプロセスは認証されたソフトが
してくれるが、運用は人間がすること、
要件を把握した体制を築いてほしいと述
べた。

フィルムセンター　デジタル保存
のシンポジウム開催

東京国立近代美術館フィルムセンター
は１月26・27日、「映画におけるデジタ
ル保存・活用に関する調査研究事業」の
一環として、デジタル映画の保存と活用
を考えるシンポジウムを開催した（東京
都・中央区）。

フィルムセンターでBDC（Born Digital 
Cinema）と名付けられたプロジェクト
は「美術・歴史博物館重点分野推進支援
事業」として文化芸術振興費補助金を受
けて取り組んでいるもの。日本で製作・
公開されたデジタル映画の保存媒体や長
期保存・復元のための調査、情報収集、
人材育成に関する教育普及などを柱に平
成26年から行われてきた。シンポジウ
ムではこのプロジェクトの概要と進捗を
説明するとともに、フィルムアーカイブ、
デジタル映画の今後の課題や展望が議論
された。

映画データにおいても、記録媒体は手
放しで100年を保証することはできない。
フォーマット、メタデータ、ソフトウェア
やハードウェアなど、フィルム時代より
も圧倒的に関わる事項も増える。標準化・
ルールを決め、常に継続的な保存を維持
することが大切だと述べられた。

九州・沖縄地区　平成29年度
セミナーと新年賀詞交歓会を開催

西日本情報マネジメント協会、九州イ
メージ情報業連合会、九州ドキュメント
サービス協同組合、九州複写青年部は２
月17日、九州・沖縄地区での業界活性
を図るべく合同でセミナーと賀詞交換を
行った（福岡県福岡市）。

セミナーは賛助会員の企業がデジタル
時代のビジネス領域と、電子的な表示機
器を使って情報を発信するデジタルサイ
ネージの魅力と効果を解説した。JIIMA
は長濱和彰専務理事がJIIMAビジョン
2016を説明、社会生産性の高い文書情
報マネジメント社会を構築するための活
動計画を伝えた。

賀詞交歓会では、西日本情報マネジメ
ント協会会長の安武洋一郎氏（株式会社
アクセス代表）が挨拶に立ち、「業界４
団体が団結して活性化に取り組みましょ
う」と鼓舞された。また熊本地震で被災
した企業から、支援感謝の御礼が述べら
れた。 

来賓、賛助会員含めて約40名が参集
した。

JIPDEC　メールなりすまし対策
でシンポジウム

一般財団法人日本情報経済社会推進
協会（JIPDEC・牧野力会長）は２月27日、
メールのなりすましを防止するS/MIME
普及シンポジウムを開催した。
標的型攻撃やフィッシングのほとん

どは、なりすましメールから始まると言
われている。なりすましメールを人間が
見抜くことは非常に難しく、本物のメー
ルを見分ける有効な手段であるS/MIME
の使用が有効であるとJIPDECでは奨励
している。S/MIMEを使えば、パスワー
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ドつきzip暗号化ファイルを添付できる
など受信者に負担をかけずに暗号化でき
る。シンポジウムでは人間が犯しやすい
メール開示時の行動を心理的に分析した
ほか、この普及の阻害要因等を究明した。
重要なデータが盗まれないためには、思
い切ってインターネットシステムと基幹
システムを切り離すことも有効だと話さ
れた。

富士ゼロックス　契約書の電子化
ソリューションを提供開始

富士ゼロックス株式会社（会員No.19、
代表取締役社長・栗原博氏）は、ドキュ
メントハンドリングソフトウェア「Docu　
Works」を活用した中小規模事業者向け
の「DocuWorks業務支援ソリューション 
電子化 契約書管理」の提供を開始した。

ソリューションは、紙の契約書を効率よ
く電子化するためのノウハウと管理台帳
ソフトからなる「電子化 基本パッケージ」
と手軽にかつ効率的な契約書管理を業務
ひな形で提供する「電子化 契約書管理テ
ンプレート」、スキャンした契約書を画
面で確認しながら属性情報を入力しフォ
ルダに振り分けるソフト「DocuWorks 
文書情報エントリー」で構成されている。

富士ゼロックスは、専門の技術者によ
るサポートがなくてもお客様自身が手軽
に導入できると謳っており、今後２年間
で1,800件の販売を見込んでいる。

リコー　生産・設計拠点を閉鎖

株式会社リコー（会員No.15、社長執
行役員・三浦善司氏）は２月７日、生産・
設計関連会社であるリコーインダスト
リー株式会社・リコーテクノロジーズ株
式会社の埼玉事業所（八潮市）を2018

年３月をもって閉鎖すると発表した。複
写機の競争激化によるものとみられる。
各社報道によると、2017年３月期の連
結営業利益は前期比の６割減の見通しで、
今回の閉鎖はリストラの第１弾とのこと。
人員配置転換なども行う見通し。

閉鎖にともない、同事業所の生産機能
はリコーインダストリー本社事業所（神奈
川県厚木市）とリコー環境事業開発セン
ター（静岡県海老名市）に移管される。
リコーはこの再編について、生産体制の
国内拠点の強化を図り、お客様のニーズ
にお応えできる体制を再構築したいと述
べている。

複合機と文書管理システムをシームレスに
MFP連携オプションを提供

キヤノンマーケティングジャパン株式
会社（代表取締役社長・坂田正弘氏）と
キヤノンITソリューションズ株式会社

（代表取締役社長・神森晶久氏）は複合
機と文書管理システムをシームレスに連
携する「GlobalDoc5 MFP連携オプショ
ン」を２月27日から提供開始した。

本オプションは複合機で電子化したデー
タをパナソニックソリューションテクノロ
ジーの文書管理システム「GlobalDoc5」
と連携できるようにしたもので、紙の電
子化からデータ管理、共有、検索までの
一連のプロセスをシームレスにつなぐこ
とができる。キヤノンの複合機の「MEAP
アプリケーション」で顧客ごとに振り分
けられた受信データを「GlobalDoc5」
上に属性情報を付加して保存できる。

ジェイ エスキューブ 　テクノ・トッパン・
フォームズと合併

トッパン・フォームズ株式会社（会員
No.967、代表取締役社長・坂田甲一氏）
は１月31日、100％出資の連結子会社
である株式会社ジェイ エスキューブ（会
員No.503）とテクノ・トッパン・フォーム
ズ株式会社を合併させると発表した。最
先端技術を活用した高収益な機器関連・
BPO関連ソリューションの展開を進め
るとして、ジェイ エスキューブを存続
会社に４月１日（予定）より稼働する。

トッパン・フォームズはこのほか、同
じ100％出資のトッパン・フォームズ関
西株式会社と、山陽トッパン・フォーム
ズ株式会社も合併すると発表、近畿・中
四国エリアの強化も図る。

JIIMAに寄せられた情報にて構成
スペースの関係上、記載の省略あり各社ニュース

人事のお知らせ
渋谷地下街株式会社（会員No.527）
代表取締役社長（新任）　　　　秋月克仁
取締役　　　　　　　　　　　湯浅眞一
取締役　　　　　　　　　　　平石直哉
監査役（新任）　　　　　　　　田力祐志

移転のお知らせ
株式会社アルメディオ（会員No.992）
２月27日より本社ならびに羽村事業

所が下記に移転。
〒191-0065東京都日野市旭が丘3-1-4
電話　042-511-0500（代表）

　日本国憲法が施行された昭和22（1947）年５月３日から70年をむかえる今年、日本国憲法　
原本のほか制定過程に作成された関係資料を公開する。
■ 期　間／2017年４月８日～５月７日
　　　　　 　月～水・土・日・祝：9：45 ～ 17：30
　　　　　 　木・金：9：45 ～ 20：00（5/4・5/5は17：30まで）
■ 場　所／国立公文書館（東京都千代田区北の丸公園3-2）
■ 料　金／無料
■ 問い合わせ／独立行政法人国立公文書館　TEL03-3214-0621　http://www.archives.go.jp/

案内板 平成29年春の特別展　誕生 日本国憲法
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編集委員から昨今のビジネスでは、データを共有して、すばや
く意思決定することが求められる場面が多くなってき
ています。遠隔地に拠点を持っている場合や、お
客様とのデータ共有（情報共有）はどのように行え
ばよいのでしょうか?これらはおおよそ三つに分類できると思います。
1　メールによるファイル交換
2　オンラインストレージ等でファイル交換
3　ビジネスチャットツールなどによるファイル交換

１番目の方法は昔から多くの場面で利用されていると思います。
ただ、ファイルサイズ制限や、ファイル更新時の履歴管理や同時
編集などで問題が生じる場合もあります。

２番目のオンラインストレージを用いる方法も最近では増えてきて
いますが、無償の場合、セキュリティはオンラインストレージ提供企
業に依存するところが大きく、企業内ポリシーによっては踏みとどま
る場合もあるかもしれません。

最後のビジネスチャットツールについては、メールの代替手段とし
て最近注目を浴びています。LINEのように履歴がひと目で分かり、
ファイルについても情報交換ができますし、タスク管理やグループ
機能がついているものもあり、非常に使いやすくなっています。

このような情報交換手段についても、ICTの進化によって文化
が変わってくるかもしれません。　　　　　　　　　（山路真一郎）

熱帯魚を飼い始めてから半年が経ちました。きっ
かけは新宿で通りがかった熱帯魚屋さんでした。特
に意識もせず、ふらっと立ち寄ってみると色鮮やかな
魚たちが悠 と々泳いでいます。しかも思ったよりも値

段は高くなく、当時熱帯魚が高価な生き物だった頃（自分が中学
生くらいの頃）よりもはるかに飼いやすい値段に驚きました。軽い
気持ちで生き物を飼っちゃいけないと思いながらも、ネオンテトラの
美しい群泳に心奪われ、とうとうその次の週の休日には熱帯魚の飼
育セット一式を部屋の一角に設置するに至ったのです。そして月日
は流れていき、僕は順調にアクアリストの道を歩んでいきました。週
に一度は水を換えて、水草にはCO2を添加、ひっくり返ってしまって
自力で起き上がれないサザエ石巻貝を何度も起こしてやりながら、
生態を少しずつ増やして環境を整えること半年。昨日、極火蝦と呼
ばれるエビの赤ちゃんが生まれました。体長わずか１ミリ程度で目を
凝らしてよくみないとわからないほどですが、黒い目がしっかりとあり、
なんと、かくれんぼをするかのごとく水草のいたるところにその生命を
宿していました。熱帯魚を飼い始めて半年、癒しではなく初めてそ
こに感動を覚えた瞬間でした。早朝、水槽を覗いてみると寝静まっ
た魚たちを見計らうように、水草からすいーっと赤ちゃんエビが飛び
出しました。赤ちゃんエビはひとしきり気持ちよさそうに泳いだ後、逃
げるようにまた水草へとその小さな体を忍ばせました。　 （秂　弘樹）

2017年　第４号／平成29年３月25日発行　　©日本文書情報マネジメント協会　2017

発 行 人／長濱　和彰
発 行 所／公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－1－3　和光ビル7階
 TEL （03）5821－7351　FAX （03）5821－7354
 JIIMA ・JCプラザ／http://www.jiima.or.jp
編集・制作／日本印刷株式会社

〈広報委員会委員〉
担 当 理 事　河村　武敏（アピックス）

委　員　長　山際　祥一（マイクロテック）

委　　　員　長井　　勉（横浜マイクロシステム）

　　　　　　秂　　弘樹（国際マイクロ写真工業社）

　　　　　　菊地　　幸（コニカミノルタジャパン）

　　　　　　山路真一郎（山路工業）

　　　　　　田中　寿麗（富士ゼロックス）

事　務　局　伝法谷 ひふみ

〈編集通信員〉
北村一三（山本マイクロセンター）

関　雅夫（光楽堂）

Jan Askhoej
（文書管理プロジェクトマネージャ/デンマーク在住）

〔月刊〕 4月号Ⓒ

印刷版（オンデマンド） 定価（1冊）　　1,000円＋消費税（送料別）
印刷版（オンデマンド） 年間購読　　12,000円＋消費税（送料共）

印刷版（オンデマンド）のお申し込みはJIIMAホームページから。

ISSN0913-2708
ISBN978-4-88961-176-2　C3002 ￥1000E

Journal of Image & Information Management（本誌に掲載された写真記事いっさいに関して、JIIMAの許可なく複写、転写することを禁ず）

※本誌内容についてご意見・ご要望等ありましたらＥメールdenpouya@jiima.or.jpまでお寄せ下さい。

月刊IM５月号予告
 〔講演録〕 JIIMA特別セミナーより
  国税関係帳簿の電子保存と書類のスキャナ保存
  電帳法の要件を満たすスキャナ保存ソフト（仮）
 〔論　説〕 日本の官僚制と文書管理（仮）
 〔標準化〕 光ディスクアーカイブグレードのJIS標準（X6257）化



780,000円（税別）より

3,480,000円（税別）

・A2サイズ時、光学400dpiの高品質を実現

・スキャン時間約1秒の高速スキャンが可能

・冊子専用クレードル採用により背厚12cm
　までの分厚い原稿も負荷なく取り扱い可能

・専用アプリケーションもアイコン表示による
　直観的なデザインで、簡単操作

BookShotシリーズにA2モデル リリース！

A2サイズ対応 高速・高品質ブックスキャナ

※画像は、ロールキャリア（オプション）及び専用PC（オプション）装着時のものです。

ユニーバーサル・フィルム・スキャナ

BookShot 7000BookShot 7000

・マイクロフィルム、オパック、35㎜ポジ、ネガスライド等の
　様々なフィルムにこれ1台で対応可能

・7.2kgの最軽量、設置面積A3のコンパクトデスクトップ
　スキャナで設置も移動も簡単

・マウス操作、タッチパネル操作の切り替えが可能で、
　業務形態に合わせた操作方法が選択可能

・OCR処理や、画像へのテキスト埋め込み等、更なる
　有効活用が可能

＋＋

A案 
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